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再
び
長
屋
王
家
木
簡
と
皇
親
家
令
に
つ
い
て

平
城
京
左
京
三
条
二
坊

一
。
二

・
七

・
八
坪
か
ら
総
数
約
三
万
五
六
〇
〇
点

の
本
簡
が
出
土
し
た
。
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
に
よ
る

一
九
七
七
年

・
八
二

年
、
人
六
十
人
九
年
に
わ
た
る
発
掘
調
査
に
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
。
四
か
坪

を
占
め
る

一
区
画
内
で
、
と
り
わ
け
入
八
年
八
坪
の
Ｓ
Ｅ
四
四
七
〇
か
ら
三
二

六
点
、
さ
ら
に
Ｓ
Ｄ
四
七
五
〇
か
ら
は
人
八

・
人
九
年
、
三
万
五
三
二
四
点
に

た
っ
す
る
木
簡
が
検
出
さ
れ
た
。
出
土
点
数
が
厖
大
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

年
代
が
和
銅
三
年
か
ら
霊
亀
三
年
に
限
定
さ
れ
、
奈
良
初
期
に
お
け
る
貴
族
の

日
常
的
な
家
政
の
実
態
を
具
体
的
に
検
討
で
き
る

一
括
史
料
と
し
て
、
木
簡
研

究
史
上
画
期
的
と
い
え
る
貴
重
な
発
見
と
な
っ
た
。

木
簡
釈
文
の
発
表
直
後
か
ら
、
そ
の

一
画
の
居
住
者
と
家
令

（家
政
機
関
）

の
本
主
、
家
政
の
管
理

・
運
営
や
経
済
的
基
盤
、
皇
親
家
の
組
織
や
人
的
構
成
、

消
費
物
資
の
調
達
や
生
産
、
宮
の
継
承
、
あ
る
い
は
木
簡
群
の
分
類
や
用
語

。

文
体
な
ど
を
め
ぐ
る
多
く
の
論
考
が
公
け
に
さ
れ
灯
ド
発
掘
調
査
の
主
体
と
な

八

木

充

っ
た
同
研
究
所
は
、
『平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
二

一
・
二
三

・
二

五

。
二
七

・
三
人

（
一
九
八
九
十
九
三
年
）、
『平
城
京
木
簡

一
』
図
版

・
解
説

（九
五
年
）、
『平
城
京
長
屋
王
邸
宅
と
木
簡
』
（九
一
年
）、
『平
城
京
左
京
二
条

二
坊

。
三
条
二
坊
発
掘
調
査
報
告
』
本
文
編

（九
五
年
）
を
刊
行
し
、
長
屋
王

家
木
簡
を
含
む
遺
構

・
遺
物
の
基
本
的
総
合
的
な
調
査
研
究
成
果
を
報
告
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
議
論

・
成
果
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
基
礎
的
で
中
枢
的
な
座
標

軸
と
な
る
の
は
、
左
京
三
条
二
坊
西
北
域
の
一
画
の
邸
宅
に
い
か
な
る
人
物
が

居
住
し
、
ま
た
木
簡
に
見
え
る
家
令
と
家
令
職
員
が
い
ず
れ
の
皇
親
を
本
主
と

す
る
か
の
推
定
に
あ
る
。
こ
の
点
、
そ
の
人
物
特
定
を
め
ぐ
る
論
点
は
し
ば
ら

れ
つ
つ
あ
る
も
の
の
、
現
在
、
な
お
共
通
の
理
解
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
小

（２
）

論
は
、
『木
街
概
報
』
二

一
。
二
三
の
刊
行
段
階
で
発
表
し
た
旧
稿
内
容
を
点

検
し
な
が
ら
、
あ
ら
た
め
て
長
屋
王
家
木
簡
に
見
ら
れ
る
家
令
の
本
主
を
検
討

し
、
左
京
三
条
二
坊
に
居
住
し
た
皇
親
の
特
定
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。

＊
木
簡
の
出
典
は
、
城
二
五
十
５
上
が
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『平
城
宮
発
掘
調
査

出
土
木
簡
概
報
』
全
一十
五
）
の
買
・
段
、
平

一
１
５７
が
同

『平
城
宮
木
簡
』

一
の

木
簡
番
号
、
平
城
京

一
１
１４８
が
同

『平
城
京
木
簡
』

一
の
木
簡
番
号
の
略
式
に
よ
る
。

は

じ

め

に



一　

二
つ
の
家
令

長
屋
王
家
木
簡
の
う
ち
、
文
書
木
簡
に
見
え
る
家
令
職
員
は
、
次
の
木
簡
か

ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
二
つ
の
家
令
に
所
属
す
る
三
組
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
き

た
。ω

・
移
　
奈
良
務
所
　
進
皇
子
大
物
千
〔醜
靴
げ
日
］

・
右
二
種
物
備
進
出
同
国
五
月
七
日
少
書
克
家
令
家
扶
（城
一
一五
十
５
上
）

②
　
従
七
位
上
行
家
令
赤
染
豊
嶋

（ウ
ラ
略
）
　

　

　

　

（城
二
一
１
２９
上
）

①
の
職
員
は

「九
月
繋
行
余
米
十
五
確
剛
北
五
升
　
人
月
送
五
餅
三
斗
八
升

／
右
送
廿

一
斜
三
十
三
升
　
九
月
十

一
日
麺
御
得
足

家
令
」
（城
二
一
１
８
下
）

な
ど
に
見
え
る
家
従
と
組
合
わ
せ
、
家
令
―
家
扶
―
家
従
―
大
少
書
吏
の
家
令

を
構
成
し
た
。
ま
た
②
の
家
令
は

「御
所
人
給
米
二
升
受
止
々
女
／
十
二
月
五

日
石
角

書
吏
」
（同
１３
下
）
な
ど
の
書
吏
と

一
組
と
な
っ
て
、
家
令
―
書
吏
の

家
令
を
編
成
し
た
。

木
簡
に
見
え
る
二
つ
の
家
令
と
い
う
の
は
、
家
令

・
家
扶

。
家
従

・
大
書

吏

・
少
書
吏
を
配
置
す
る
機
関

（Ａ
）
と
、
家
令

・
書
吏
を
配
置
す
る
機
関

（Ｂ
）
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
文
書
木
簡
の
差
出
者
に
家
令
以
下
の
職
員
が
個

別
に
署
名
す
る
場
合
も
あ
っ
て
、
あ
ら
た
な
組
合
せ
も
不
可
能
で
は
な
く
、
三

つ
の
家
令
の
存
在
さ
え
想
定
し
う
る
。
た
と
え
そ
の
よ
う
な
想
定
が
あ
り
え
て

も
、
三
条
二
坊
の
邸
宅
関
係
で
Ａ
と
Ｂ
が
主
要
な
役
割
を
果
た
し
た
点
は
首
肯

で
き
る
。
望
一つ
の
家
令
〃
は
、
現
在
広
く
受
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ

い
。
家
令
職
員
令
規
定
に
よ
る
と
、
家
令

・
家
扶

。
家
従

。
大
少
書
吏
各

一
員

を
配
置
す
る
家
令
機
関
は
、
二
品
の
親
王

。
内
親
王
に
給
付
さ
れ
た
。
「家
従

広
足
」
（城
二
一
１
８
上
、
ほ
か
）
を

「従
七
位
下
石
城
村
主
広
足
」
（城
二
五
十

２５
下
、
ほ
か
）
と
す
る
と
、
家
従
石
城
村
主
広
足
の
従
七
位
下
は
、
官
位
令
の

二
品
家
令
の
家
従
の
相
当
位
階
と

一
致
す
る
。
そ
の
た
め
Ａ
は
二
品
の
親
王

・

内
親
王
の
家
令
と
な
ろ
う
。　
一
方
、
家
令

・
書
吏
の
場
合
、
「従
七
位
上
行
家

令
赤
染
豊
嶋
」
（城
二
一
１
２９
上
）
を
Ｂ
職
員
と
解
す
と
、
官
位
令
に
よ
っ
て
従

三
位
の
職
事
官
を
本
主
と
す
る
家
令
に
限
ら
れ
る
。
Ｂ
は
さ
ら
に
正
従
三
位
の

諸
王

・
諸
臣
の
家
令
が
該
当
す
る
。

と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
二
品
と
正
従
三
位
を
帯
び
る
本
主
の
比
定
と
な
る
と
、
意

見
は
大
き
く
分
か
れ
る
。
長
屋
王
家
木
簡
群
に
み
え
る
文
書
木
簡
や
付
札
木
簡

の
宛
名
に
登
場
す
る
人
物
、
ま
た
は
宮
名
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
長
屋
親
王

宮

・
長
屋
皇
子
宮

・
氷
高
親
王
宮
、
奈
良
宮

（務
所
▼

北
宮
、
西
宮
な
ど
で

あ
る
。
そ
れ
ら
は
長
屋
王
や
近
親
の
人
物
か
宮

（奈
良
宮
・
北
宮
・
西
宮
は
後
述
）

で
あ
り
、
広
く
い
う
と
出
土
地
の
左
京
三
条
二
坊
の
邸
宅
も
し
く
は
邸
宅
内
の

人
物
に
あ
て
ら
れ
た
か
、
三
条
二
坊
の
地
か
ら
他
所
に
あ
て
ら
れ
再
び
そ
こ
に

還
送
さ
れ
た
か
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
他
所
あ
て
の
も
の
が
出
土
地
に
回
送
さ

れ
た
こ
と
も
推
定
さ
れ
る
。
長
屋
王
あ
て
は
、

０
　
長
屋
親
王
宮
絶
大
贄
十
編

（城
一
一五
十
３０
上
）

と
あ
り
、
こ
の
地
に
長
屋
王
の
家
令
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
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⑭

・
雅
楽
寮
移
長
屋
王
家
令
所
祥
燃
翻
配
触
艇

・
故
移
　
十
二
月
十
四
日
妙
鰯
舶
鏃
設
豊
麻
呂
　
　
　
（城
一
一五
十
２５
上
）

の
木
簡
か
ら
も
ほ
ぼ
明
ら
か
で
あ
る
。
二
つ
の
家
令
の
う
ち
の
Ｂ
は
、
霊
亀
二

年
正
月
従
三
位
か
ら
正
三
位
に
昇
階
し
た
長
屋
王
を
本
主
と
し
て
差
し
つ
か
え

（３
）

な
い
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
家
令
を
給
付
さ
れ
る
皇
親
や
官
人
が
、
品
位
階
に
応
じ
て
家
令
職

員
令
規
定
ど
お
り
に
職
員
を
あ
て
が
わ
れ
た
か
ど
う
か
は
、
い
ま
い
ち
ど
か
え

り
み
る
必
要
が
あ
る
。
じ
じ
つ
、
家
令
の
本
主
に
関
す
る
比
較
的
早
い
時
期
の

研
究
段
階
で
、
二
品
家
令
の
本
主
に
吉
備
内
親
王
が
比
定
さ
れ
る
こ
と
が
少
な

（４
）

く
な
か
っ
た
。
三
品
で
あ
る
吉
備
内
親
王
を
二
品
相
当
家
令
の
本
主
と
み
な
し

た
の
は
、
令
の
規
定
を
こ
え
た
特
別
の
処
遇
を
与
え
ら
れ
た
と
解
し
た
た
め
で

あ
る
。
そ
の
理
由
は
吉
備
内
親
王
が
長
屋
王
の
室
で
あ
り
、
草
壁
皇
太
子

・
元

明
天
皇
の
皇
女
で
あ
っ
た
系
脈
上
の
身
分
の
ほ
か
、
次
の
木
簡
の
解
釈
に
も
と

づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

０

・
吉
備
内
親
王
大
命
以
符
　
塀
笛
入
女
進
出

・

五
月
八
日
少
書
吏
国
足

家
令

家
扶
　
　
　
　
　
（城
二
一
１
５
上
）

家
令

。
家
扶

。
少
書
吏
を
差
出
人
と
す
る
こ
の
符
は
、
吉
備
内
親
王
の
大
命
を

奉
じ
た
の
で
、
そ
の
家
令
職
員
の
本
主
は
吉
備
内
親
王
だ
と
解
さ
れ
た
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
家
令
職
員
が
本
主
の
命
を
伝
え
る
の
に
、
あ
え
て
本
主
名
を
記

す
の
は
不
自
然
で
あ
り
、
吉
備
内
親
王
は
家
令
以
下
の
職
員
に
委
託
し
て
指
示

を
伝
達
し
た
と
さ
れ
る
に
い
た
っ
績
．
二
品
家
令
の
本
主
を
吉
備
内
親
王
と
み

る
説
は
、
現
在
か
な
ら
ず
し
も
有
力
と
は
い
え
な
い
。

こ
れ
に
た
い
し
、
二
品
家
令
の
本
主
を
吉
備
内
親
王
の
姉
妹
、
氷
高
肉
親
王

と
す
る
見
解
が
あ
る
。
氷
高
は
霊
亀
元
年
正
月
ま
で
二
品
、
以
後

一
品
で
あ
っ

た
か
ら
、
品
階
の
点
で
適
合
す
る
。
こ
の
比
定
に
は
、
左
京
三
条
二
坊
の
宮
の

主
人
が
氷
高
で
、
霊
亀
元
年
九
月
に
即
位

（元
正
）
す
る
と
、
三
品
の
吉
備
が

宮
の
主
人
と
な
り
、
二
品
家
令
を
引
き
つ
い
だ
と
す
る
意
購
が
ヽ
二
品
氷
高
の

家
令
は
本
来
七
坪
に
接
す
る
六
坪
に
あ
り
、
即
位
後
は
内
裏
に
お
い
て
維
持
さ

れ
た
と
す
る
意
見
が
あ
る
。
氷
高
内
親
王
あ
て
の
木
簡
は
、
「備
後
国
葦
田
郡

章
田
里
／
氷
高
親
王
宮
春
税
五
斗
」
（城
二
一
１
３２
下
）
と
見
え
、
邸
内
に
内
親

王
が
起
居
し
た
と
み
る
余
地
は
否
定
で
き
な
い
も
の
の
、
わ
ず
か
に
こ
の

一
点

に
と
ど
ま
る
。
さ
ら
に
令
の
規
定
が
順
守
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
品
階
の
昇
叙
に

と
も
な
う
家
令
職
員
の
変
動
が
み
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
よ
う
な
形
跡
は
見
出
せ
な
い
。
ま
し
て
元
正
登
極
の
の
ち
、
た
と
え
そ
の
即

位
が
長
屋
王
の
庇
護
下
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
家
令
組
織
の

一
部

（務
所
）
を

残
し
、
さ
ら
に
は
内
裏
に
家
令
職
員
令
適
用
の
家
令
を
移
動
、
存
続
さ
せ
た
と

は
、
と
う
て
い
想
像
し
が
た
い
事
態
で
あ
ろ
う
。
所
説
の
ま
ま
で
は
Ａ
の
本
主

に
吉
備
内
親
王
を
あ
て
る
見
解
と
同
様
、
容
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
お

氷
高
内
親
王
説
の
前
者
で
は
、
元
正
即
位
ま
で
吉
備
内
親
王
は
Ｂ
の
本
主
、
即

位
す
る
と
Ａ
の
本
主
に
転
じ
た
と
み
る
。
ま
た
後
者
の
説
は
、
長
屋
王
と
吉
備

内
親
王
の
家
今
が

一
体
と
な
っ
て
Ｂ
と
し
て
三
条
二
坊
の
邸
内
に
存
続
し
た
と

い
つヽ
。



次
に
と
り
あ
げ
た
い
の
は
、
生
前
品
階
を
も
ち
現
に
存
命
し
な
い
人
物
を
二

品
家
令
の
本
主
に
あ
て
る
説
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
、
長
屋
王
家
の
文
書
木
簡

を
物
品
進
上
の
木
簡
、
物
品
支
給
の
木
簡
、
物
品
請
求
の
木
簡
、
そ
の
他
に
内

容
上
大
別
し
た
分
類
法
の
提
起
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
続
．
こ
の
う
ち
二
品
の
家

令
職
員
が
署
名
す
る
第
三
グ
ル
ー
プ
の
木
簡
は
、
も
と
も
と
長
屋
王
家
の
外
部

か
ら
送
ら
れ
た
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ａ
の
本
主
を
邸
内
の
吉
備
内
親
王

と
み
な
し
た
た
め
、
当
初
の
三
分
類
の
意
味
づ
け
に
反
す
る
結
果
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
Ａ
か
ら
左
京
三
条
二
坊
の
奈
良
宮
務
所
に
あ
て
た
請
求
木

簡
が
、
宛
先
に
奈
良
を
冠
す
る
以
上
、
Ａ
は
奈
良
以
外
の
地
に
あ
っ
た
と
解
明
）

文
書
木
筒
の
区
分
、
と
く
に
第
三
グ
ル
ー
プ
の
特
性
が
は
じ
め
の
分
類
ど
お
り

に
復
活
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
家
令
Ａ
は
三
条
二
坊
の
地
で
は
な
く
、
奈
良
を

離
れ
た
場
所
に
存
在
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
地
が

「古
京
」
（城
一
一人
１
３８
中
）
と
よ
ば
れ
た
飛
鳥
地
方
で
あ
り
、
そ

こ
に
長
屋
王
の
父
高
市
皇
子
の
香
久
山
宮
が
そ
の
家
政
機
関
が
営
ま
れ
て
い
た
。

宮
は
平
城
に
移
さ
れ
た
が
家
令
は
当
地
に
存
続
し
た
。
そ
の
高
市
皇
子
の
極
位
、

浄
広
壱
は
、
大
宝
令
官
位
制
の
二
品
に
相
当
し
、
し
た
が
っ
て
二
品
家
令
の
Ａ

は
、
飛
鳥
に
残
存
し
た
高
市
皇
子
の
家
令
で
は
な
い
か
と
推
定
す
続
暗
さ
ら
に

高
市
皇
子
の
宮
が
ま
た
、
没
後
飛
鳥
藤
原
の
地
に
存
続
し
た
と
す
る
説
が
あ
続
¨

飛
鳥

・
藤
原
に
残
存
し
た
高
市
皇
子
以
来
の
家
令
が
Ａ
、
平
城
京
の
長
屋
王
家

令
が
Ｂ
に
あ
た
り
、
長
屋
王
は
こ
の
二
つ
の
家
令
を
結
び
つ
け
る
役
割
を
果
た

し
た
と
い
つヽ
（さ
ら
に
第
四
節
、
参
昭
じ
。

家
令
Ａ
の
本
主
と
所
在
地
を
め
ぐ
る
所
論
の
展
開
を

一
見
す
る
と
、
そ
の
対

象
が
、
地
域
的
に
平
城
内
か
ら
飛
鳥

・
藤
原
方
面
に
広
が
り
、
本
主
の
比
定
が

長
屋
王
の
世
代
か
ら
そ
の
先
代
に
ま
で
遡
っ
て
考
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
意

義
は
き
わ
め
て
大
き
い
。
木
簡
中
に
、
高
市
皇
子

（『日
本
書
紀
』
持
統
十
年
七

月
条
に
後
皇
子
尊
）
を
指
す
と
思
わ
れ
る

「後
皇
子
　
後
皇
子
命
宮
」
（城
二
一

‐
３６
上
）
の
習
書
も
あ
る
。
長
屋
王
家
木
簡
に
と
っ
て
高
市
皇
子
の
存
在
は
無

視
で
き
な
い
も
の
が
あ
り
、
木
簡
出
土
地
を
高
市
皇
子
と
の
関
連
で
解
こ
う
と

す
る
視
点
は
、
木
簡
群
の
全
容
解
明
上
、
大
い
に
評
価
で
き
よ
う
。
こ
の
点
、

さ
ら
に
本
主
の
没
後
、
家
政
機
関
が
存
続
し
た
理
飩
す
高
市
皇
子
宮

・
長
屋
王

宮
の
推
移
を
も
あ
わ
せ
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
こ
と
が
、
家
令
の

本
主
の
理
解
に
ど
の
よ
う
な
寄
与
を
も
た
ら
す
か
は
、
し
か
し
何
よ
り
も
個
々

の
木
簡
の
読
解

・
検
討
に
か
か
っ
て
い
る
。

家
令
Ａ
の
比
定
に
関
し
、
も
う

一
つ
、
文
書
木
簡
の
宛
先
と
し
て
記
録
さ
れ

た
北
宮
と
西
宮
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
北
官
を
高
市
皇
子
の
室
で
長
屋
王
の
母

御
名
部
内
親
王
ま
た
は
そ
の
居
住
施
設
と
し
、
御
名
部
内
親
王
を
Ａ
の
本
主
と

し
た
旧
私
説
は
、
現
時
点
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

か
。
た
し
か
に
長
屋
王
の
近
親
者
で
先
代
の
一
人
で
あ
り
な
が
ら
、
木
簡
群
に

そ
の
名
を
伝
え
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
同
じ
状
況
は
長
屋
王
室
、
吉
備
内
親

王
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。
吉
備
内
親
王
は
、
こ
れ
ま
で
左
京
三
条
二
坊
の

邸
内
に
居
住
し
、
家
令
Ａ
や
Ｂ
の
本
主
に
擬
せ
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ

れ
ま
た
読
解
に
異
論
の
あ
る

「以
大
命
符

〔酔
陀
内
親
王
　
縫
幡
様
進
上

（ウ



再び長屋王家木簡と皇親家令について

ラ
略
こ

（城
二
一
１
５
下
）
を
除
く
と
、
文
書
木
簡
や
給
米
木
簡
の
宛
先
と
さ
れ

た
用
例
が
な
い
。
な
お
北
宮
と
西
宮
に
つ
い
て
は
第
三

・
四
節
で
再
度
吟
味
す

′０
。

一
一　
〃
物
品
請
求
の
木
簡
〃

長
屋
王
家
木
簡
に
み
え
る
文
書
木
簡
の
授
受
主
体
と
し
て
、
少
な
く
と
も

Ａ

・
Ｂ
二
つ
の
家
令
が
存
在
し
、
そ
の
う
ち
Ｂ
の
本
主
を
長
屋
王
と
し
た
。
さ

ら
に
物
品
請
求
木
簡
の
検
討
を
つ
う
じ
て
、
Ａ
家
令
の
本
主
の
特
定
を
す
す
め

る
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
家
令
Ａ
が
発
給
し
た
請
求
木
簡
は
、

⑥

。
大
命
以
符
牟
射
□
□
□
□
　
酒
人
口
‐―
日
］

。
洗
退
給
米

一
餅
塩
二
斗
　
五
月
二
日
少
書
吏
国
足
家
令（城
二
一１
５
上
）

０

・
符
　
召
医
許
母
央
進
出
急
々

・
　
二
月
九
日
嫉
始
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
６
下
）

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
「大
命
以
符
」
形
式
と

「符
」
形
式
が
あ
る
。
本
主
の

指
示

・
意
向
を
直
接
反
映
し
た
か
、
あ
る
い
は
し
な
い
か
の
相
違
と
も
解
せ
る

が
け

。 次
〕
榊
呻
制
に
呻
聯
段
万
〔
内
嘩
凱
腑
］
叫
弾
蹴
癬

一 同
帥
醐
細
勲
陸
ぃ
。

・
同
日
日
国
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（城
二
五
十
４
下
）

①

・
符
　
田
辺
黒
日
附
春
日
川
原
□

・
皆
進
上
苫
二
枚
進
上
□

あ
る
い
は
、

⑩

夫

命
心旦

大
書
克
口

回

即

醜

。胴錮錮嗣覇帽進上　家抑銅伽膵
胤月十
五日
　
　
　
　
　
（同）

ω

・
符
　
少
書
吏
布
十
四
端
下
十
四
端
者
上
　
離
鈎
輪
二

・
附
葛
野
連
千
稲
　
十
六
日
嫉
雛
砿
親
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
）

折
櫃
負
笥
速
進
上

の
書
式
と

「大
命
以
符

盆
旦
こ

（ま
た
は

「以
大
命

で
あ
る
。
単
な
る

「符
」
と
く
に
区
別
す
る
理
由
は
な
く
、
「符
」
は

「大
命

符
し

の
書
式
の
木
簡
を
、

以
符
」
を
省
略
し
た
書
式
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
ら
に
家
令
Ａ
が
発
す
る
木
簡
に
は
、
符
様
式
の
ほ
か
移
様
式
が
あ
っ
た
。

例
示
す
る
と
、

二

⑫

・
移
　
奈
良
務
所
専
大
物
皇
子
右
処
月
料
物
及
王
子
等

・
公
料
米
進
出
附
紙
師
等
二
月
九
日
少
書
克
置
始
国
足
家
令
家
扶

（城
二
一
１
６
下
）

（同
　
４
上
）

〔給
ヵ
〕

⑬

・
移
　
務
所

物
部
麻
蘇
売
七
月
常
食
格
宮
宜
□

七
月
七
日

・
扶
　
従
日
―十
回
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（城
二
一
１
７
上
）

な
ど
で
あ
る
。
総
じ
て
移
は
奈
良
宮
務
処

（城
二
五
十
２５
上
）
に
あ
て
ら
れ
、

符
が
Ａ
の
家
令
職
員
あ
て
で
あ
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
司
所

（城
二
一
１
７

上
、
ほ
か
）、
政
所

（同
６
上
、
ほ
か
）、
司
所

（同
７
上
）、
あ
る
い
は
政
人

（二



七
十
４
下
）、
大
殿

（同
）
な
ど
も
ほ
ぼ
同

一
の
施
設
ま
た
は
そ
の
職
員
を
指
す

の
で
あ
ろ
う
。　
一
方
奈
良
宮
務
所
あ
て
に
は
、

⑭

・
符
　
奈
良
務
処
大
御
食
春
分
出

。　
　
　
　
　
　
　
「九
籠
二
升
入
三
□
」

塩
二
解
九
斗
進
下
　
　
　
「附
ロ
ーー
日
ピ

「
二
月
七
日
　
家
令
」
　
　
　
　
（城
二
一
１
５
下
）

の
よ
う
に
、
符
式
を
用
い
た
木
簡
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
奈
良
宮
務
所
へ
は
、

あ
る
と
き
は
移
式
を
採
用
し
、
と
き
に
は
符
式
を
使
用
す
る
な
ど
、　
一
定
の
書

式
は
な
か
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。
ひ
い
て
は
家
令
Ａ
が
発
給
す
る

「符
○
○
」

も

「移
務
所
」
も
、
木
簡
の
文
書
様
式
と
し
て
実
質
的
に
相
違
が
な
く
、
○
○

に
相
当
す
る
職
員

。
人
名
あ
て
も
務
所
あ
て
も
、
実
体
は
同

一
の
充
所
と
み
な

さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
充
所
と
な
っ
た
人
物
は
奈
良
宮
務
所
に
出
仕
し
た
の

で
、
結
局
Ａ
か
ら
の
文
書
木
簡
は

一
か
所
の
機
関
に
発
せ
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。

機
関
所
属
の
職
員
あ
て
が
行
、
機
関
そ
の
も
の
に
あ
て
た
の
が
移
で
あ
り
、
し

か
も
機
関
あ
て
も
両
様
式
を
用
い
て
、
符
と
移
の
使
い
分
け
は
か
な
ら
ず
し
も

厳
格
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

そ
う
も
解
せ
ら
れ
よ
う
が
、
奈
良
宮
務
所
へ
の
指
示
の
様
式
は
、
全
体
的
に

み
る
と
や
は
り
移
式
が
多
く
、
Ａ
の
職
員
に
た
い
す
る
命
令
は
ど
れ
も
符
式
を

用
い
、
移
式
を
使
用
し
た
例
が
な
い
。
な
に
も
公
式
令
を
規
定
ど
お
り
適
用
し

て
木
簡
が
書
か
れ
た
と
い
う
つ
も
り
は
な
く
、
そ
れ
で
も
Ａ
の
家
令

。
家
扶
な

ど
か
ら
下
僚
の
家
従

。
少
書
吏
な
ど
へ
の
命
令
に
は
符
式
を
、
Ａ
か
ら
奈
良
宮

務
所
へ
の
指
示
の
さ
い
に
は
移
式
を
採
用
す
る
お
お
よ
そ
の
準
則
が
あ
っ
た
と

（‐５
）

認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

つゝ

（奈
良
宮
務
所
へ
の
指
示
に
も
符
を
用
い
た
の

は
、
の
ち
に
述
べ
る
よ
う
に
Ａ
の
家
従
・
少
書
吏
な
ど
が
務
所
に
出
仕
す
る
実
情
が
念

頭
に
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
他
、
符
式
は
片
岡
司
あ
て
＝
城
二
一
１
６
下
、

あ
る
い
は
特
定
の
雑
任
者
あ
て
＝
同
６
下
、
三
三
十
６
上
、
二
五
十
４
上
、
４
下
、
二

七
十
４
下
、
５
上
な
ど
に
も
見
え
、
Ａ
家
令
か
ら
下
達
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
）。

さ
き
の
大
命
を
Ｂ
家
令
の
本
主
で
あ
る
長
屋
王
の
指
示
と
み
て
、
大
命
木
簡

は
、
長
屋
王
が
Ａ
家
令
の
所
在
地
に
出
遊
、
滞
在
し
た
さ
い
、
そ
の
地
か
ら
大

命
を
奉
ず
る
Ａ
の
職
員
が
長
屋
王
邸
に
い
る
Ａ
職
員
に
発
せ
ら
れ
た
と
解
釈
す

る
説
が
あ
る
。
同

一
家
令
の
職
員
間
の
方
が
直
接
指
示
を
伝
え
や
す
い
と
い
う

の
が
、
そ
の
理
由
と
さ
れ
る
。
し
か
し
大
命
が
長
屋
王
の
意
向
で
あ
れ
ば
、
も

と
も
と
宛
先
が
長
屋
王
の
家
令
職
員
で
な
く
、
Ａ
の
職
員
で
あ
る
と
い
う
の
が

理
解
し
が
た
い
。
ま
た
単
な
る
符
式
の
場
合
も
Ａ
の
上
司
か
ら
Ａ
の
下
僚
に
伝

達
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
出
遊
中
だ
け
が
Ａ
の
職
員
か
ら
Ａ
の
職
員
に
あ
て
る
特

例
と
な

っ
た
と
も
い
え
な
い
。
し
か
も
Ａ
家
令
か
ら
は
、
現
に
奈
良
宮
務
所
あ

て
に
木
簡
が
発
給
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
み
る
と
下
僚
あ
て
が
符

式
、
務
所
あ
て
が
移
式
を

一
般
に
使
用
し
た
か
ら
、
Ａ
か
ら
の
符
と
移
は
そ
れ

ぞ
れ
別
の
機
関
に
伝
え
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
た

が
っ
て
Ａ
の
下
僚
と
奈
良
宮
務
所
と
は
別
個
の
場
所
を
指
す
と
い
わ
ざ
る
を
え

な
い
。
「符
○
○
」
と

「移
奈
良
宮
務
所
」
は
、
Ａ
の
家
令
職
員
が
、
あ
る
と

き
は
Ａ
家
令
の
下
僚
に
、
あ
る
と
き
は
こ
れ
と
は
別
在
の
奈
良
宮
務
所
に
発
給

し
た
木
簡
だ
と
推
定
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。



再び長屋王家木簡と皇親家令について

文
書
様
式
か
ら
だ
け
で
な
く
、
木
簡
の
記
載
内
容
に
関
し
て
も
、
Ａ
職
員
関

係
者
あ
て
と
奈
良
宮
務
所
あ
て
と
で
は
相
違
が
あ
る
。
奈
良
宮
務
所

（政
人
）

″」よ
、ω
・移　
務所　維
概
篠逆は制勲
斯
畑糾
眩鉄雛
［入難晰凹

範
継掛
野仰膳
縛
瑞
殖設
而司羽
透
力剃
〒
と

い

。
行
　
政
人
等
　
秋
大
御
服
綿
百
斤
進
出

〔
飛
ヵ
〕

。
遣
□
否
田
　
　
　
　
　
　
麺
鵜
伊
瑚
万
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
）

と
、
「大
御
物
行
月
料
之
炭
松
」
「秋
大
御
服
綿
」
の
請
求
を
行
っ
て
い
る
。
⑫

（２４５
頁
）
は

「
二
処
月
料
物
」
と
い
い
、
⑭

（加
頁
）
は

「大
御
食
春
分
出
塩
」

と
あ
る
。
奈
良
官
務
所
に
あ
て
る
の
は
、
月
料
と
か
春

。
秋
分
と
か
、
計
画
的

に
支
給
さ
れ
る
い
わ
ば
経
常
的
な
支
出
の
食
料

・
衣
料
な
ど
の
物
品
を
請
求
す

る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
、
Ａ
家
令
の
上
司
か
ら
下
僚
あ
て
の
請

求
木
簡
は
、

「御
」

ω。以大命符膵酬等醐聴麟肺劉棚唾帥囲勒帥柵卿隷醐Ｈ

煮
今
汁
匹
宮
稀
謬
十
匹
井
汁
匹
煮
今
急
々
進

「山
方
王

＝鰍
勤畔舘
鮒雌
鮒時
片絶
曽
持罷

・
御
揮
代
吊
絶
易
絶
進
出
又
志
我
山
寺
都
保
莱
造
而
遣
若

大
御
物
王
子
御
物
御
食
土
器
元
故
此
急
進
上
珪
剛
爾
鮒
可
Ｈ

＝
領
結
鍵
技
職
諭
姫
勲
噺
又
太
御
巫
召
進
出
附
田
辺
史
＝

田
井
百
嶋
不
見

Ｈ
地
主
家
佃
月
十
七
麺
扶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（城
二
一１
５
）

の

「大
御
物
王
子
御
物

・
御
食
土
器
元
故
、
此
急
進
上
」
と
か
、

⑬

・【財
と
家
従
少
書
吏
　
米
□
〔醜
ヵ
〕

・
元
故
進
上
速
　
進
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（平
城
京
一
―
弼
）

の
よ
う
に
、
臨
時
ま
た
は
急
用
の
場
合
が
少
な
く
な
い

（司
所
あ
て
に

「米
元
故

急
々
進
上
」
城
二
一
１
７
上
も
あ
る
）。
し
た
が
っ
て
、
も
し
大
命
の
主
人
が
某
所

に
短
期
滞
在
し
た
と
仮
定
し
て
、
は
た
し
て
月
料
の
ご
と
き
所
定
額
の
物
品
を

奈
良
宮
務
所
に
請
求
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

関
連
し
て
あ
げ
る
と
、

⑬

・
以
大
命
符

〔酷
促
内
親
王
　
縫
幡
様
進
上

。
使
文
老
末
呂
二
月
甘
二
日
　
巳
時
　
稲
栗
　
　
　
　
（城
二
一
１
５
下
）

の
大
命
符
木
簡
が
あ
る
。
吉
備
内
親
王
の
た
め
に
と
も
、
内
親
王
に
あ
て
た
と

も
読
め
る
が
、
稲
栗
を
Ａ
の
家
扶
秦
連
稲
栗
と
し
て
よ
け
れ
ば
、
Ａ
か
ら
月
日

と
時
刻
を
記
し
て
、
縫
幡
様
の
進
上
を
命
じ
た
木
簡
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
と
な

る
。
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
、
強
調
さ
れ
た
と
お
り
、
巳
時
と
あ
る
の
は
、
Ａ
家

（Ｖ
）

令
か
ら
宛
先
ま
で

一
定
の
距
離
が
介
在
す
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
ほ



か
物
品
の
請
求
木
簡
で
は
な
い
が
、
次
の
返
報

・
返
抄
に
も
時
刻
の
記
入
が
見

え
る
。

い

。
返
報
　
進
上
米
十
二
斜
杖
枇
合
故
附
草
良

・
下
黒
万
呂
　
二
月
廿

一
日
「辰
時
」
少
書
克
　
家
扶
　
（城
二
一１
８
上
）

⑪

・
返
抄
　
米
壱
拾
伍
斜
　
塩
陸
籠
　
賠
捌
笛
　
海
藻
弐
拾
連

・
右
卑
色
剛
蜘
際
翫
銘
鴫
塁
攣
三
剛
　
一
一月
十
七
日
午
時
嶽
酔
残
跡
呂

（同
８
下
）

い
は
家
扶

。
少
書
吏
が
署
名
し
、
い
に
は

「附
即
奈
良
宮
万
呂
」
と
あ
る
。
後

者
は
奈
良
宮
配
属
の
万
呂
と
し
て
よ
い
と
す
れ
』
）
卿
は
奈
良
宮
以
外
の
地
を

発
着
と
す
る
、
お
そ
ら
く
い
と
同
様
、
Ａ
家
令
作
成
の
返
抄
と
解
さ
れ
る

令
召
　
若
麻
続
□
麻
呂
長
屋
皇
宮
侍
急
日
／
従
七
位
下
石
城
村
主
広
足
　
九
月
十
九
日

付
」
城
二
五
十
２５
下
で
、
長
屋
皇
宮
に
侍
し
た
若
麻
続
回
麻
呂
を
召
喚
し
た
の
は
、
Ａ

家
令
で
あ
り
、
こ
の
本
簡
も
ま
た
Ａ
か
ら
長
屋
皇
宮
以
外
の
、
お
そ
ら
く
Ａ
家
令
職
員

あ
て
に
発
せ
ら
れ
た
の
で
あ
つ
じ
。
米

・
塩
な
ど
四
種
の
食
料
を
万
呂
が
運
び
届

け
て
き
た
の
を
勘
検
し
、
そ
の
返
抄
を
そ
の
ま
ま
当
人
に
あ
ず
け
る
と
い
う
内

容
に
な
る
。　
一
方
の
の
は
、　
一
斜
入
り
七
個
分
と
五
斗
入
り
十
個
分
の
米
十
二

餅
の
進
上
を
確
認
し
た
う
え
で
、
草
良
に
返
抄
を
持
参
さ
せ

（日
辺
）
黒
万
呂

に
届
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
一
百
〔と
も
Ａ
家
令
か
ら
奈
良
宮
で
は
な
い
某

所
に
発
給
さ
れ
、
再
び
Ａ
家
令
の
も
と
に
戻
っ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
時
刻
の

記
入
は
、
Ａ
家
令
と
某
所
の
間
に
地
理
的
な
へ
だ
た
り
が
あ
り
、
所
要
時
間
が

無
視
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
Ａ
の
家
従
石
城
村
主
広
足
が
奉
じ
た
御
命

木
簡
に
も

「巳
時
四
点
」
（城
二
三
十
５
上
）
と
記
し
、
Ａ
か
ら
某
所
に
伝
え
ら

れ
た
と
い
え
る
。

時
刻
の
記
入
は
、
家
令
Ａ
が
発
給
し
た
木
簡
の
も
う

一
つ
の
主
要
な
宛
先
で

あ
る
奈
良
宮
務
所
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
同

務
所
あ
て
の
木
簡
は
合
計

一
人
点
を
か
ぞ
え
、
欠
損
を
含
む
が
残
存
す
る
墨
書

に
、
作
成

。
発
信
の
時
刻
を
記
入
し
た
木
簡
は
見
当
た
ら
な
い
。
こ
の
点
は
、

先
の
Ａ
の
上
司
か
ら
下
僚
に
あ
て
た
木
簡
に
時
刻
記
入
が
あ
っ
た
の
と
対
比
し

て
顕
著
な
特
徴
の

一
つ
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
よ
り

一
般
化
す
れ
ば
、
Ａ
は
奈

良
宮
務
所
か
ら
時
間
が
問
題
と
な
る
ほ
ど
離
れ
た
場
所
で
は
な
か
っ
た
こ
と
と

な
る
。
Ａ
家
令
か
ら
発
給
さ
れ
た
大
半
の
物
品
請
求
の
木
簡
は
、
Ａ
の
下
級
職

員
と
奈
良
宮
務
所
の
二
か
所
あ
て
で
あ
り
、
時
刻
の
記
入
か
ら
み
て
、
そ
の
下

級
職
員
の
場
所
と
は
離
れ
、
奈
良
宮
務
所
と
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分

か
る
の
で
あ
る
。

な
お

「附
○
○
」
と
、
木
簡
の
持
ち
運
び
人
を
記
す
例
が
あ
り
、
こ
の
場
合
、

木
簡
が
遠
距
離
の
地
に
携
行
し
た
証
拠
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
続
¨
し
か
し
持
参

人
の
記
入
は
、
木
簡
の
運
び
人
と
事
情
に
よ
っ
て
は
請
求
物
品
の
持
ち
帰
り
人

を
指
定
し
た
と
も
読
め
る
。
木
簡
を
宛
先
で
示
し
、
ひ
き
つ
づ
き
帰
着
の
う
え

復
命
す
る
と
き
、
使
者
名
の
記
載
は
距
離
の
長
短
に
か
か
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
励

行
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
つヽ
か

（平
城
宮
内
で
使
者
名
を
記
し
た
木
簡
が
使
用
さ
れ

た
実
例
は
稀
で
は
な
い
。
平
一―
防
、
城
三
〇
Ｉ
Ь
上
、
ほ
か
）。

Ａ
家
令
の
上
位
職
員
の
場
所
か
ら
遠
距
離
の
地
に
い
た
同
じ
Ａ
の
下
位
職
員



再び長屋王家木簡と皇親家令について

が
、
上
位
職
員
に
あ
て
て
発
し
た
木
簡
が
、
以
下
に
あ
げ
ら
れ
る
。

の

。
進
出
炭
十
三
古
分
数
五
籠
小
刀

一
針
三
持

。
参
出
辛
男
　
七
月
廿
六
日
少
書
麺
鱒

「
始
畑
服
」
　

　

（城
二
一
１
８
上
）

⑭

・
進
出
物
　
橡

一
鮮
　
茶

一
荷
　
鯛
炸

一
金

・
右
三
種
　
二
月

一
日
白
鳥
鎌
足
少
書
吏
　
　
　
　
　
（城
壬
二十
６
下
）

凶

・
□
莱
進
出
僧
分
ロ
ーー
日
］

．
剛
隙
賜
醍
跡
万一
酬
　
仙
脚
剛
日
　
　
　
　
　
　
　
　
（城
二
一
１
８
上
）

で
あ
り
、
さ
ら
に
、

い

。
進
上
符
上
物
糾
符 「
刻
詔
亜
枚
席
廿
枚
丹
郭

。
二
月
廿
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（城
≡
一一１
７
上
）

も
同
類
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
Ａ
の
上
位
職
員
か
ら
請
求
さ
れ
た
物
品
に
た
い

す
る
そ
の
下
位
職
員
が
作
成
し
た
進
出
状
あ
る
い
は
送
状
と
よ
べ
る
木
簡
で
あ

る
。
い
は
Ａ
の
上
司
か
ら
Ａ
の
下
僚
の
少
書
吏
に
発
し
た
請
求
の
符
に
し
た
が

い
、
丹
機
以
下
の
物
品
を
進
上
す
る
と
の
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
「符
少
書
吏
」

し
た
も
の
を

「符
上
物
」
と
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
②
ｌ
側
も
い
っ
た

ん
発
給
さ
れ
た
符
に
よ
っ
て
物
品
を
進
上
す
る
と
き
の
送
状
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
推
定
さ
れ
る
木
簡
の
授
受
関
係
は
、
の
の
場
合
、
た
と
え
ば
⑬

（”
頁
）

の
よ
う
に
家
従

・
少
書
吏
を
充
所
と
す
る
請
求
木
簡
で
あ
り
、
働
に
関
し
て
は
、

い

を

離

□

飴

評

静

踊

是

上

〔黒
万
呂
ヵ
〕

附
許
知
日
―‐
日
］

。
別
移
御
服
布
急
進
上
鋼
相
酬
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
　
（城
一
一五
十
４
上
）

が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
Ａ
の
家
令
職
員
が
二
か
所
に
出
仕
し
、
両
者
の
あ

い
だ
で
⑬
ｌ

の
、
い
ｌ

⑭
の
よ
う
に
木
簡
が
二
か
所
で
往
来
し
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

以
上
に
よ
っ
て
、
Ａ
家
令
の
上
司
職
員
は
某
所

（甲
）
に
、
そ
の
下
僚
職
員

は
そ
れ
と
は
別
地

（乙
）
に
勤
務
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。
で

は
甲
地
と
そ
れ
と
は
へ
だ
た
っ
た
乙
地
は
、
は
た
し
て
ど
の
地
に
比
定
で
き
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
を
検
討
す
る
ま
え
に
、　
一
点
つ
け
加
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
Ａ
の
下

僚
す
な
わ
ち
家
従

。
（大
）
少
書
吏
は
、
乙
地
に
出
仕
し
た
ば
か
り
で
な
く
、

上
司
が
仕
え
た
甲
地
に
お
い
て
も
出
仕
し
た
点
で
あ
る
。
さ
き
の
②
と
⑬
、
例

と
い
の
場
合
、
あ
く
ま
で
家
従

・
少
書
克
は
乙
地
で
木
簡
に
署
名
し
、
同
時
に

甲
地
か
ら
発
す
る
木
簡
の
充
所
と
な
っ
た
事
例
で
あ
り
、
往
来
し
た
の
は
木
簡

で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
の
は
、
家
従

。
少
書
吏
が
乙
地
の
ほ
か
、
木

簡
出
土
の
左
京
三
条
二
坊
の
邸
内
で
も
勤
務
し
た
事
実
で
あ
る
。

こ
と
さ
ら
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
上
掲
⑥

（２４５
貢
）
の
木
簡
で
は
、
少
書

克
が
Ａ
の
家
令
と
連
署
し
、
Ａ
が
所
在
す
る
甲
地
で
木
簡
作
成
を
担
当
し
た
。

ま
た
Ａ
か
ら
奈
良
宮
務
所
あ
て
の
木
簡
で
も
、
い

（２４２
貢
）
や
⑫

（２４５
頁
）
に

み
ら
れ
る
と
お
り
、
差
出
人
に
家
令

。
家
扶

。
少
書
克
が
署
名
し
、
少
書
克
が

甲
地
の
Ａ
家
令
に
仕
え
た
こ
と
を
明
示
す
る
。
長
屋
王
家
木
簡
を
つ
う
じ
て
、



少
書
吏
置
始
国
足
が
、
Ａ
家
令
の
木
簡
の
宛
先
と
な
っ
た
の
は
四
点
、
Ａ
家
令

の
木
簡
の
差
出
人
と
な
っ
た
の
は
九
点
を
か
ぞ
え
る
。
少
書
吏
あ
る
い
は
家
従

は
Ａ
家
令
が
所
在
す
る
甲
地
で
仕
え
、
別
に
乙
地
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

本
節
で
述
べ
た
の
は
、
三
品
の
家
令
は
奈
良
宮
務
所
と
あ
わ
せ
て
、
二
品
家

令
の
下
僚
に
あ
て
物
品
請
求
の
木
簡
を
発
給
し
た
こ
と
、
二
品
家
令
の
地
と
奈

良
宮
務
所
と
は
近
距
離
で
、
二
品
家
令
の
下
僚
が
出
仕
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
場

所
と
は
へ
だ
た
っ
て
い
た
こ
と
、
三
品
家
令
と
そ
の
下
僚
は
相
互
に
物
品
の
請

求
と
進
上
の
家
務
を
行
っ
た
こ
と
、
二
品
家
令
の
下
僚
は
、
い
う
ま
で
も
な
く

家
令
の
地
に
も
出
仕
し
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

〓
一　
二
品
家
令

の
所
在
地

家
令
Ａ
は
そ
の
所
在
す
る
甲
地
か
ら
、
物
品
請
求
の
木
簡
を
、
下
僚
の
出
仕

す
る
乙
地
に
も
、
ま
た
奈
良
宮
務
所
へ
も
発
給
し
た
。
そ
の
奈
良
宮
務
所
が
同

所
を
宛
先
と
す
る
木
簡
の
出
土
し
た
左
京
三
条
二
坊
の
一
画
で
あ
る
こ
と
は
、

ほ
と
ん
ど
異
論
が
な
輸
¨
こ
れ
に
た
い
し
家
令
Ａ
が
奈
良
宮
務
所
に
向
け
て
木

簡
を
発
給
す
る
以
上
、
そ
の
地
は
木
簡
が
出
土
し
た
奈
良
以
外
と
み
な
す
べ
き

だ
と
す
る
意
見
が
つ
よ
い
。
宛
先
に
奈
良
を
冠
す
る
の
は
、
発
信
地
が
奈
良
の

外
部
か
ら
で
な
け
れ
ば
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
り
、
家
令
Ａ
の
位
置
は
平
城
京

外
に
比
定
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
物
品
請
求
木
簡
が
邸
宅
の
外

部
地
で
発
給
さ
れ
た
と
す
る
先
の
長
屋
王
家
木
簡
の
区
分
説
と
も
合
致
す
る
。

さ
ら
に
史
料
的
裏
づ
け
と
し
て
、
造
石
山
院
所
関
係
文
書
に
平
城
宮
や
造
東
大

寺
司
が
、
石
山
の
地
か
ら
奈
良
宮
や
奈
良
寺
司
と
よ
ば
れ
、
そ
れ
ら
が
石
山
か

ら
み
て
は
じ
め
て
意
味
を
も
つ
表
現
と
な
り
え
た
と
さ
れ
る
点
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
奈
良
宮
は
た
し
か
に
奈
良
宮
の
内
部
で
よ
ば
れ
た
の
で
は
な
い
が
、

奈
良
宮
の
名
称
が
外
部
の
石
山
の
地
か
ら
み
て
、
は
じ
め
て
発
生
し
た
わ
け
で

は
な
い
。
右
の
論
法
に
し
て
も
、
宛
先
に
奈
良
を
冠
す
る
の
が
、
差
出
地
が
奈

良
圏
外
に
あ
る
た
め
使
用
さ
れ
た
と
断
定
す
る
の
は
、　
一
方
的
な
推
測
に
す
ぎ

な
い
。
奈
良
宮
務
所
の
奈
良
の
由
来
は
、
か
か
る
解
釈
と
は
こ
と
な
り
、
奈
良

の
地
に
あ
っ
て
、
す
で
に
固
有
名
詞
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が

っ
て
左
京
三
条
二
坊
に
あ
っ
た
奈
良
宮
は
、
平
城
京
外
か
ら
は
も
ち
ろ
ん
、
平

城
京
内
か
ら
も
何
の
支
障
も
な
く
よ
ば
れ
え
た
の
で
あ
り
、
長
屋
王
家
の
関
係

者
に
と
っ
て
、
す
ぐ
に
識
別
で
き
る
宮
名
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

（た
と
え
ば

平
城
宮
が
宮
外
か
ら
の
み
よ
ば
れ
た
と
は
、
と
う
て
い
考
え
が
た
い
）。

Ａ
家
令
の
所
在
地
は
、
そ
う
し
て
み
る
と
平
城
京
内
に
も
あ
り
う
る
こ
と
と

な
り
、
現
実
に
前
節
で
推
定
し
た
と
お
り
、
奈
良
宮
務
所
と
の
木
簡
の
授
受
に

は
発
信
時
刻
を
記
入
す
る
必
要
が
な
い
ほ
ど
近
接
の
地
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ば
か

り
か
、
木
簡
側

（２４７
頁
）
の
内
容
に
よ
る
と
、
Ａ
家
令
か
ら
下
僚
へ
の
物
品
の

請
求
に
さ
い
し
、
「主
殿
司
仕
丁
令
レ持
進
二
上
酒
司
・充
三
羽
嶋
こ

と
見
え
、
Ａ

家
令
が
奈
良
宮
の
部
署
で
あ
る
酒
司
と
近
い
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
し
め

る
。
Ａ
家
令
の
地
と
奈
良
宮
と
は
そ
れ
ほ
ど
へ
だ
た
り
が
な
か
っ
た
と
位
置
復
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原
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

家
令
Ａ
の
地
が
、
木
簡
を
出
上
し
た
奈
良
官
の
家
令
の
所
在
地
と
近
い
場
所

に
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
点
は
、
二
つ
の
家
令
の
家
令
職
員

・
雑
任

・
雑
仕
な（２２
）

ど
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ベ
ル
で
人
的
に
融
合
し
た
家
令
の
管
理

・
運
営
の
実
態

か
ら
も
、
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
。
両
家
令
の
人
的
融
合
が
日
常
的
、
広
範

に
行
わ
れ
た
の
は
、
何
よ
り
も
位
置
的
に
接
近
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点

こ
こ
で
見
落
せ
な
い
の
は
、
家
令
Ａ
の
地
を
上
述
の
よ
う
に
平
城
京
外
、
と
く

（２３
）

に
飛
鳥

。
藤
原
地
域
に
想
定
す
る
意
見
が
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
、
平
城
左
京
三
条
二
坊
と
飛
鳥

・
藤
原
は
距
離
を
へ
だ
て
、
し
か
も
両
家

令
職
員
の
日
常
頻
繁
な
人
的
交
流
の
存
在
を
説
く
の
は
、
か
な
ら
ず
し
も
説
得

的
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
奈
良
官
の
米
飯
支
出
事
務
に
お
け

る
責
任
者
が
ど
の
家
令
に
所
属
す
る
か
を
調
査
し
、
融
合
に
関
す
る
現
在
ま
で

の
所
論
を
ふ
ま
え
、
さ
ら
に
融
合
の
具
体
相
を
か
か
る
人
的
交
流
の
事
態
に
よ

っ
て
派
生
す
る
二
つ
の
側
面
か
ら
、
見
届
け
る
こ
と
に
す
る
。
家
令
運
営
の

一

体
化
は
、
二
つ
の
家
令
そ
の
も
の
の
結
合
を
物
語
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

一
つ
の
側
面
は
、
Ａ
の
家
令
職
員
の
家
政
執
務
上
の
役
割
を
点
検
す
る
こ
と

で
あ
る
。
Ａ
家
令
か
ら
発
給
す
る
文
書
木
簡
の
う
ち
、
そ
の
署
名
者
を

一
覧
す

る
と
、
家
令

一
一
、
家
扶
二
三
、
家
従

一
四
、
大
書
吏
二
、
少
書
吏
九
、
そ
の

他
雑
任
な
ど
入
と
な
る
。
他
方
、
Ａ
家
令
発
給
の
充
所
と
し
て
、
家
従
三
、
大

書
吏

一
、
少
書
吏
四
、
三
位
の
家
令

一
、
そ
の
他
八
、
別
に
奈
良
宮
務
所

一
六
、

政
所

・
司
所

。
政
人
各

一
が
み
え
る
。
こ
の
な
か
で
家
令
職
員
に
関
し
て
は
、

発
給
者
が
家
令
以
下
で
あ
る
の
に
た
い
し
、
宛
先
は
家
従
以
下
に
限
ら
れ
、
同

一
家
令
内
で
木
簡
を
授
受
す
る
場
合
の
職
員
の
か
か
わ
り
方
は
、
全
体
的
に
上

位
職
員
と
下
位
職
員
に
区
分
さ
れ
て
い
続
」
Ａ
家
令
と
奈
良
宮
務
所
、
両
者
の

運
営
上
の

一
体
化
の
視
点
で
い
う
と
、
家
令
職
員
中
、
と
く
に
大
書
吏
の
役

割

・
存
在
が
あ
ま
り
目
立
た
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
大
書
克
が
木
簡
の
差
出
人

に
な
っ
た
の
は
、

切

・
移
　
山
背
御
菌
造
雇
人
汁
人
食
米
八
斗
塩
四
升
可
給
囃
榊
倒
臣
三
狩
充

。
加
背
使
婢
飯
女
子
米
万
呂
食
米

一
斗
五
升
和
銅
五
年
七
月
十
日
＝

Ｈ
大
書
吏
扶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（城
一
五
十
２５
下
）

④

・
召
　
小
依
女
　
賀
乎
理
売

・
進
上
附
秦
豊
万
呂
七
月
廿
日
烈
鰭
日

（同
４
下
）

の
二
点
で
あ
る
。
ま
た
宛
先
に
大
書
吏
が
見
え
る
の
は
、
上
掲
の
⑩

（別
頁
）

の
大
命
宣
木
簡
だ
け
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
Ａ
家
令
の
授
受
木
簡
の
記
名

状
況
は
、
も
し
か
す
る
と
背
後
に
Ａ
家
令
の
職
員
構
成
上
、
大
書
吏
が

一
時
欠

員
で
あ
っ
た
と
い
う
特
殊
事
情
も
想
定
さ
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
が
長
屋
王
家
令
内

で
の
物
品
支
給
に
さ
い
し
、
大
書
吏
が
そ
の
支
出
責
任
者
な
ど
に
登
場
す
る
の

ｉＴぶ、い
　
幸
女
米

一
升
授
博
敢
日
妬
凱
克
　
　
　
　
　
　
　
　
（城
二
一
１
１８
下
）

の
木
簡
を
は
じ
め
、
あ
わ
せ
て
五
点
に
な
る

（城
二
一
１
１８
下
、
壬
ニ
１
８
上
、



二
五
十
・７
下
、
同
１８
上
）。
Ａ
の
家
令
職
員
が
支
出
責
任
者
に
な
っ
た
の
は
、
む

ろ
ん
ほ
か
に
家
扶
二
、
家
従
二
、
少
書
吏
七
の
事
例
が
ひ
ろ
え
る
が

（家
令
は

除
く
）、
大
書
吏
の
場
合
、
先
の
Ａ
家
令
が
発
給
す
る
木
簡
に
署
名
す
る
の
が

格
別
少
な
い
の
と
対
比
し
て
、
給
物
品
責
任
者
と
し
て
し
ば
し
ば
記
録
さ
れ
る

の
は
、
両
家
令
間
の
組
織
的

一
体
性
を
よ
り
明
確
に
表
わ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
事
態
も
、
二
つ
の
家
令
の
位
置
関
係
を
推
測
す
る

一
つ
の
資
料
と
な
り
う

Ｚや
。も

う

一
つ
の
側
面
は
、
Ａ
家
令
職
員
が
奈
良
宮
の
Ｂ
家
令
に
出
仕
し
た
時
期

で
あ
る
。
Ａ
家
令
か
ら
物
品

。
人
物
を
請
求
、
召
喚
し
た
文
書
木
簡
の
発
給
月

日
を
み
る
と
、
五
月
と
七
月
に
集
中
す
る
。
五
月

一
一
点
、
七
月
八
点
、
ほ
か

は
二
月
二
点
、
三
月

・
六
月

・
八
月

。
九
月
各

一
点
と
な
る
。
い
わ
ゆ
る
給
米

伝
票
木
簡
に
関
し
て
は
、
日
付
の
検
討
に
よ
っ
て
そ
の
時
期
が
霊
亀
二
年
の
後

半
を
主
体
と
し
、
米
飯
支
給
の
日
付
と
支
出
責
任
者
の
関
係
は
、
雑
任
者
が
米

飯
支
給
の
出
納
事
務
を
交
替
で
分
担
す
る

一
定
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
制
で
あ
っ

た
と
み
ら
れ
て
い
続
．
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
家
令
職
員
に
拡
大
し
て
み
る
と
、
五

月
の
場
合
、
差
出
人
は
⑪

（２４２
買
）
や
⑫

（猶
頁
）
な
ど
の
よ
う
に
家
令

。
家

扶

。
少
書
吏
の
職
員
が
署
名
す
る
。
逆
に
家
従
や
大
書
吏
は
木
簡
の
発
給
に
ま

っ
た
く
か
か
わ
ら
な
い
。
か
え

っ
て
∽

（２４７
頁
）
の
木
簡
が
示
す
よ
う
に
、
大

命
の
符
が
家
令

・
家
扶
の
署
名
で
家
従
広
足

。
牟
射
に
あ
て
ら
れ
、
Ａ
家
令
の

家
従
ら
は
家
令

・
家
扶
と
は
別
の
居
所
で
木
簡
を
受
け
と
る
立
場
に
あ
っ
た
。

一
方
、
七
月
の
場
合
、
⑬

（２４５
頁
）
や
、

⑩

・
□
眈
右
二
人
起
当
月
八
日
□

・

友
田
五
百
嶋

七
月
七
日

扶
　
従

□

ミ
藁
□
春
日
住
処
送
別
莱
草
　
　
　
　
　
　
　
　
（城
一
一八
１
４６
上
）

な
ど
に
見
ら
れ
る
と
お
り
、
家
扶

。
家
従
が
署
名
す
る
。
要
す
る
に
七
月
に
は

少
書
吏
が
差
出
人
に
加
わ
っ
た
本
街
は
な
い
の
で
あ
る

（城
二
五
十
４
上
４
の
符

木
簡
を
七
月
と
み
、
さ
ら
に
い

（２４５
頁
。
和
銅
五
年
七
月
十
五
日
付
）
・
切

（和
銅
五
年

七
月
廿
日
付
）
。
例

（七
月
廿
日
付
）
の
う
ち
、
い
を
和
鋼
五
年
と
す
る
と
、
⑩
の
充
所

大
書
吏
は
あ
る
い
は
少
書
吏
の
誤
記
で
は
あ
る
ま
い
か
）。

さ
ら
に
Ａ
家
令
の
長
官
で
あ
る
家
令

（職
名
）
は
七
月
分
に
ま
っ
た
く
登
場

せ
ず
、
さ
き
の
五
月
分
と
対
照
的
な
署
名
不
参
加
と
な
っ
て
い
る
の
が
留
意
さ

れ
る
。
も
と
も
と
符
や
移
の
文
書
様
式
で
は
、
長
官
が
署
名
す
る
規
定
で
あ
り
、

木
簡
が
公
式
令
規
定
を
順
守
し
て
書
か
れ
て
い
な
い
に
し
て
も
、
伝
存
す
る
七

月
分
の
木
簡
が
ど
れ
も
家
令
の
署
名
を
欠
く
こ
と
は
、
も
し
Ａ
家
令
の
地
に
出

仕
し
て
い
た
と
す
る
と
、
は
な
は
だ
異
常
な
木
簡
作
成
へ
の
関
与
と
い
わ
ざ
る

を
え
な
い
。
Ａ
家
令
の
長
官
が
、
七
月
の
間
Ａ
家
令
の
地
に
い
な
か
っ
た
た
め
、

家
令
の
署
名
を
残
さ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
う
み
て
よ
い
な
ら
、

米
飯
支
給
伝
票
の
支
出
責
任
者
に
見
え
る
家
令
の
大
半
は
長
屋
王
家
令
の
長
官

に
ち
が
い
な
い
が
、
同
じ
七
月
の
伝
票
木
簡
に
記
録
さ
れ
た
、

働

・
水
取
司
廊

一
人
米
半
升
　
受
石
万
呂

。
土
塗
厨
五
人
米
伍
財
廿
五
日
翔
祈
呂
　
　
　
　
　
　
（城
二
一
１
２５
下
）
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⑫

・
御
所
進
米

一
斗
受
楓
女

・　
　
　
七
月
十
五
日
翔
祈
呂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（城
二
七
十
６
下
）

⑬
　
進
大
御
飯
米
三
斗
身
豆
女
七
月
〔酬
曜
忍
海
□
麻
呂

「家
令
」
（同
６
上
）

の
家
令
は
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
所
属
を
問
う
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

（甥
万
呂
は
ほ
か
に
大
書
吏
と
の
連
署
が
あ
る
）
。

Ａ
の
家
令
職
員
が
、　
一
年
の
少
な
く
と
も
特
定
の
月
に
本
務
の
地
を
離
れ
、

他
の
三
位
長
屋
王
の
家
令
に
仕
え
た
、
と
く
に

「惣
二
知
家
事
Ｌ

す
る
長
官
が

そ
の
よ
う
な
勤
務
の
様
態
を
と

っ
た
と
す
る
余
地
は
否
定
で
き
な
い
と
思
う
。

長
官
が
Ａ
家
令
の
地
を

一
時
離
れ
て
も
、
家
政
執
行
に
支
障
が
な
い
地
区
内
に

い
た
こ
と
の
証
拠
と
な
ろ
う
。
Ａ
家
令
の
地
と
奈
良
宮
の
長
屋
王
家
令
の
場
所

は
、
こ
の
見
地
か
ら
も
あ
い
近
接
し
た
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。

二
品
と
三
位
の
家
令
の
地
が
近
接
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
そ
の
家
政
の
本

主
も
近
住
し
た
と
す
る
の
が
、
穏
当
で
あ
ろ
う
。
三
条
二
坊
の
邸
内
で
支
給
さ

れ
た
米
飯
の
被
支
給
者
の
な
か
に
、
御
所

。
内
親
王
御
所

。
内
御
所

・
内

・
石

川
夫
人

・
安
倍
大
刀
自
御
所

・
竹
野
王
子
御
所
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
個
人

名
を
付
し
た
も
の
を
除
く
御
所

・
内
親
王
御
所
な
ど
は
、

側

・
御
所
進
米

一
升
半
　
九
月
五
日

・
豊
国
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（城
二
五
十
２７
上
）

⑮

・
内
親
王
御
所
進
御
飯
米
二
升

・
受
高
志
女
十
月
廿
七
日
川
原
史
　
　
　
　
　
　
　
　
（城
二
一１
１４
上
）

⑩
　
内
御
所
進
綾
粉
米

一
升
授
形
静
救
呂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
１３
上
）

⑫

。
内
進
米
三
升
受
日
□
西
宮
人
給
米
国

。
正
月
十
六
日
日
ｌｉ
］
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（同
）

な
ど
と
あ
る
。
こ
れ
ま
で
御
所
は
長
屋
王
、
内
親
王
御
所

・
内
御
所

。
内
は
吉

（２６
）

備
内
親
王
、
ま
た
は
そ
れ
ぞ
れ
の
居
所
を
指
す
と
解
さ
れ
て
き
た
。
左
京
三
条

二
坊
の
邸
宅
で
、
固
有
名
詞
や
冠
詞
を
つ
け
な
い
御
所
だ
け
の
呼
称
が
長
屋
王

に
、
内
親
王
な
ど
が
妻
の
吉
備
内
親
工
に
相
当
す
る
こ
と
は
、
ま
ず
動
か
な
い

で
あ
ろ
う
。

⑬

。
御
所
進
五
升
受
□
甘
　
小
逆

一
升
　
受

帳
内
司

一
升
半
受
古
末
呂
白
末
呂

一
升
田
≧

。
内
進
米
□
升
受
□
家
九
月
十
九
日
道
末
呂
　
　
　
　
（城
二
八
１
４６
上
）

は
御
所
と
内
と
を
別
記
す
る
。
と
こ
ろ
が
給
米
伝
票
の
宛
先
に
は
い
ま

一
つ
、

⑩

。
進
大
御
飯
米
三
斗
把
女
十
月
七
日
忍
海
安
万
呂

。
「甥
万
呂
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（城
二
八
１
４４
上
）

⑩

・
進
大
御
飯
米
三
斗
曽
女
七
月
四
日
忍
海
安
万
呂

。
　

「高
安
嶋
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（城
一
一七
十
６
上
）

に
見
え
る

「大
御
飯
米
」
の
支
給
例
が
十
点
あ
る
。
も
し
二
品
家
令
を
三
条
二

坊
の
地
に
想
定
し
な
い
と
す
れ
ば
、
「大
御
飯
米
」
を
消
費
す
る
人
物
は
、
お

そ
ら
く
長
屋
王
以
外
に
は
あ
り
え
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
二
品
家
令
の

地
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
長
屋
王
家
令
と
近
接
し
た
と
解
す



る
の
で
、
二
品
家
令
の
本
主
も
ま
た
そ
の
被
支
給
者
の
候
補
と
な
る
。

大
御
飯
米
の
類
語
を
あ
げ
る
と
、
大
御
服

・
大
御
物

・
太
御
巫

（以
上
城
二

一
１
５
▼

大
御
食

（同
５
下
▼

専
大
物

（同
６
下
▼

大
御
津

ｏ
〓
ニ
ー
６
上
▼

大
御
洗
藁

（同
１１
下
▼

大
御
飯

０
一七
十
４
下
▼

大
御
物

（同
▼

大
御
根

全
一

人
１
９
下
）
な
ど
が
あ
る
。
大
御
飯
の
被
給
者
が
内
親
王
と
は
別
人
で
あ
る
こ

と
は
、

側

・
内
親
王
御
所
進
白
米

一
斗
〔隊
四
ヵ
〕

・
飯
米
六
升
受
越
女
廿
五
日
防
眺
　
　
　
　
　
　
　
　
（城
二
七
十
７
上
）

〔書
吏
力
〕

の
木
簡
に
よ
っ
て
明
確
で
あ
る
。
ま
た
米
飯
の
被
給
者
が
男
性
の
場
合
、
そ
の

受
取
人

（持
参
人
）
は
女
性
で
あ
る
例
も
あ
る
が
、
女
性
に
た
い
す
る
受
取
人

は
総
じ
て
女
性
の
こ
と
が
多
い
。
大
御
飯
米
の
伝
票
木
簡
中
、
受
取
人
の
知
ら

れ
る
人
点
と
も
、
す
べ
て
が
女
性
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
大
御
を
冠
す
る
物
品

の
被
給
者

・
消
費
者
は
長
屋
王
や
吉
備
内
親
王
で
は
な
く
、
よ
り
高
い
地
位
の

人
物
に
比
定
す
る
こ
と
が
で
き
続
¨
二
品
の
Ａ
家
令
の
本
主
は
、
奈
良
宮
か
ら

食
料
を
日
常
的
に
支
給
さ
れ
る
範
囲
内
に
住
む
内
親
王
に
し
ぼ
ら
れ
て
く
る
の

で
あ
る
。

こ
れ
に
た
い
し
、
Ａ
家
令
を
長
屋
王
の
父
高
市
皇
子
に
さ
か
の
ぼ
ら
せ
て
解

釈
す
る
説
が
あ
る

（第
二
節
）。
高
市
皇
子
の
家
政
機
関
が
飛
鳥
に
残
り
、
そ
の

宮
は
平
城
に
継
承
さ
れ
、
長
屋
皇
子
宮
と
な
っ
た
と
す
る
説
、
高
市
皇
子
の
家

政
機
関
と
宮

（北
宮
）
は
飛
鳥

。
藤
原
に
残
存
す
る
が
、
家
政
の
大
勢
と
北
宮

の
呼
称
は
平
城
左
京
三
条
二
坊
の
地
に
ひ
き
つ
が
れ
た
と
す
る
説
な
ど
で
あ
っ

た
。
い
ず
れ
も
二
品
の
家
令
組
織
は
飛
鳥

・
藤
原
に
維
持
さ
れ
た
と
す
る
の
で

あ
る
。

し
か
し

″
二
品
の
皇
子
の
家
格
や
宮
を
継
承
〃
と
す
る
推
測
は
、
少
な
く
と

も
次
の
二
つ
の
難
点
を
も
つ
。
す
で
に
論
究
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、　
一
つ
は
冠

品
位
の
問
題
で
あ
る
。
高
市
皇
子
は
持
統
七
年
、
か
つ
て
草
壁
皇
太
子
が
叙
せ

ら
れ
た
浄
広
壱
を
授
け
ら
れ
、
十
年
に
没
す
る
。
そ
の
冠
位
を
事
実
上
継
承
し

た
と
し
、
浄
広
壱
は
大
宝
官
位
令
の
二
品
に
相
当
す
る
と
み
る
煽
）
浄
広
壱
は

む
し
ろ

一
品
に
対
応
さ
せ
る
の
が
、
よ
り
合
理
的
で
あ
ろ
蒟
．
事
例
的
に
参
考

に
な
る
の
は
、
同
じ
天
武
の
皇
子
中
、
忍
壁
は
天
武
十
四
年
に
浄
広
参
で
大
宝

元
年
三
品
、
舎
人
は
持
統
九
年
に
浄
広
弐
、
慶
雲
元
年
二
品
、
長
は
持
統
七
年

に
浄
広
弐
で
慶
雲
元
年
二
品
、
穂
積
は
持
統
五
年
浄
広
弐
、
大
宝
二
年
に
二
品
、

新
田
部
は
文
武
四
年
に
浄
広
弐
、
慶
雲
元
年
三
品
に
な
る
。
高
市
皇
子
の
場
合
、

も
し
浄
広
壱
を
引
き
つ
ぐ
と
、
大
宝
令
制
は

一
品
に
ス
ラ
イ
ド
す
る
公
算
の
方

が
大
き
い
。

そ
の
う
え
、
家
令
制
が
高
市
皇
子
の
浄
広
壱
太
政
大
臣
在
任
期
す
で
に
成
立

し
た
か
ど
う
か
も
微
妙
で
あ
ろ
う
。
持
統
末
期
に
高
市
皇
子
が
没
す
る
と
、
十

一
年
軽
皇
子
の
立
太
子
に
と
も
な
う
東
宮
大
偉

・
大
夫
が
任
じ
ら
れ
、
あ
わ
せ

て
家
令
と
帳
内

・
資
人
が
設
置
さ
れ
た
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
軽
皇
子
は
持

統
十
年
七
月
か
ら
十

一
年
二
月
ま
で
の
間
に
立
太
子
し
、
同
八
月
即
位
し
た
か

ら
、
東
宮
舎
人
制
と
そ
れ
と
並
立
的
な
家
令
、
帳
内

・
資
人
制
は
浄
御
原
令
に



再び長屋王家木簡と皇親家令について

規
定
が
あ

っ
て
も
、
具
体
的
に
実
施
さ
れ
た
か
、
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る

（家

令
職
員
の
初
見
は
藤
原
宮
跡
出
土
木
簡
の

「多
治
麻
内
親
王
宮
政
人
正
八
位
下
陽
胡
甥
」

＝
奈
良
県
教
育
委
員
会

『藤
原
宮
』
木
簡
釈
文
７５
で
、
政
人
を
家
従
と
す
る
と
、
大
宝

令
施
行
直
後
の
用
語
の
動
揺
を
示
す
）。
じ

っ
さ
い
藤
原
京
造
営
過
程
の
持
統
五
年
、

宅
地
班
給
の
さ
い
に
も
高
市
を
は
じ
め
諸
皇
子
は
、
そ
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な

い
。
家
令
制
は
高
市
の
生
存
中
に
は
実
質
上
成
立
せ
ず
、
大
宝
令
施
行
後
始
用

さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
同
時
に
東
宮
が
内
裏
に
、
皇
子
宮
は
京
内
に
占（３．
）

定
さ
れ
、
〃皇
子
宮
の
別
宅
化
″
が
す
す
ん
で
、
両
者
は
空
間
的
に
分
離
し
た
。

こ
う
み
る
と
、
高
市
皇
子
の
家
政
組
織
が
大
宝
後
存
続
、
継
承
さ
れ
た
と
は
、

容
易
に
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

も
う

一
点
は
、
皇
子
宮
の
継
承
の
存
否
で
あ
る
。
高
市
皇
子
の
香
久
山
宮
が

没
後
存
続
し
、
さ
ら
に
は
子
の
長
屋
王
に
継
承
さ
れ
た
か
否
か
は
、
皇
子
宮
の

継
承
全
般
に
照
し
て
推
定
す
る
ほ
か
な
い
。
七
世
紀
王
子
女

・
皇
子
女
の
宮
は

伝
領
さ
れ
た
が
、
都
城
経
営
を
契
機
と
す
る
京
内
集
住
策
に
よ
っ
て
、
宮
は
変

容
し
、
断
絶
し
煽
∝
大
宝
以
後
、
宮
を
相
承
し
た
実
例
は
見
出
せ
ず
、
草
壁
皇

子
の
嶋
宮
や
志
貴
皇
子
の
春
日
宮
、
や
や
時
代
は
く
だ
っ
て
新
田
部
皇
子
や
鈴

鹿
王
の
旧
宅
も
ま
た
、
没
後
離
宮
化
あ
る
い
は
接
収
さ
れ
て
い
る
。
高
市
皇
子

の
香
久
山
官
と
家
政
組
織
が
本
主
死
去
の
の
ち
、
全
面
的
に
長
屋
王
に
継
承
さ

れ
た
と
推
定
す
る
こ
と
は
、
成
立
困
難
で
は
な
か
ろ
う
か
。

高
市
皇
子
官
が
皇
子
の
没
後
、
依
然
存
続
し
た
こ
と
を
裏
づ
け
る
史
料
に

『続
日
本
紀
』
和
銅
六
年
五
月
甲
戊
条
の
讃
岐
守
大
伴
宿
祢
道
足
の
解
が
あ
げ

ら
れ
る
。
部
内
寒
川
郡
人
物
部
乱
ら
二
六
人
が
庚
午
年
以
来
良
人
に
貫
せ
ら
れ

な
が
ら
、
庚
寅
造
籍
時
に
飼
丁
と
認
定
さ
れ
た
た
め
、
再
び
従
良
し
た
い
と
請

願
し
、
こ
れ
を
上
申
し
て
許
さ
れ
た
と
い
う
。
文
の
構
成
を
み
る
と
、
前
段
の

乱
ら
の
請
願
、
「庚
寅
校
籍
之
時
、
誤
渉
二
飼
丁
之
色
こ

と
後
段
の
讃
岐
守
の

上
申
、
「故
皇
子
命
検
二
括
飼
丁
・之
使
、
誤
二
認
乱
等
一為
二
飼
丁
・焉
」
は
、
請

願
と
事
実
認
定
の
二
段
階
で
、
同

一
の
内
容
を
く
り
か
え
し
記
述
し
た
こ
と
が

分
か
る
。
庚
寅
造
籍
が
草
壁
皇
子
の
没
す
る
持
統
三
年
四
月
以
後
に
始
ま
っ
た

と
し
て
も
、
飼
丁
の
検
括
が
そ
れ
以
前
か
ら
行
わ
れ
た
と
解
し
て
矛
盾
は
な
い
。

し
た
が
っ
て

「故
」
は
接
続
詞
で
は
な
く
、
故
人
の
意
味
で
故
皇
子
命
は
草
壁

皇
子
に
比
定
で
き
る
。
検
括
が
和
銅
六
年
に
近
い
時
期
に
実
施
さ
れ
、
当
時
高

市
皇
子
宮
が
存
続
し
機
能
し
た
と
す
る
見
解
に
も
、
同
調
し
が
た
い
。

さ
ら
に
つ
け
加
え
る
と
、
貴
族
家
の
継
承
の
具
体
例
を
あ
げ
て
、
宮
や
家
令

の
継
承
の
支
証
と
す
る
説
が
あ
る
。
藤
原
不
比
等
や
藤
原
房
前
の
場
合
で
、
太

政
大
臣
家
や
右
大
臣
家
、
あ
る
い
は
資
人
や
食
封
の
存
在
に
よ
っ
て
、
家
令
が

存
続
、
あ
る
い
は
継
承
さ
れ
た
と
す
る
の
で
あ
福
¨
し
か
し
こ
れ
ら
の
貴
族
の

家
は
む
し
ろ
存
続
と
理
解
す
べ
き
で
あ
り
、
存
続
の
場
合
で
も
そ
の
家
令
の
維

持
の
事
実
が
皇
親
の
官
が
存
続
し
た
こ
と
の
傍
証
に
な
る
と
す
る
の
は
、
す
ぐ

前
に
述
べ
た
事
情
か
ら
納
得
し
が
た
い
。
ま
し
て
貴
族
の
家

。
資
人

・
食
封
な

ど
の
認
知

・
給
付
が
た
だ
ち
に
家
令
の
存
続
を
意
味
す
る
と
解
し
て
よ
い
か
、

定
か
で
は
な
い
と
思
う
。

高
市
皇
子
の
家
令
を
長
屋
王
が
継
承
し
た
と
す
る
場
合
、
二
つ
の
家
令
の
本



主
と
運
営
は
い
か
よ
う
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
〃存
続

。
継
承
説
〃
に
は
い

く
つ
か
の
未
解
決
の
問
題
が
あ
り
、
ひ
い
て
は
そ
の
対
象
と
な
っ
た
家
令
の
所

在
地
比
定
の
適
否
も
吟
味
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

四
　
北
宮

の
本
主

長
屋
王
家
木
簡
の
文
書
や
荷
札
の
宛
先
に
は
、
長
屋
王
の
妻
の
吉
備
内
親
王

や
母
の
御
名
部
内
親
王
が
直
接
記
さ
れ
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
。
吉
備
内

親
王
の
場
合
、
「□
備
王
子
大
許
進
塩

（以
下
略
こ

（城
二
五
十
５
下
３
）
は
そ

の

一
つ
で
あ
り
、
⑩

（２４７
頁
）
の

「以
大
命
符

〔酢
碇
内
親
王
　
縫
幡
様
進

上
」
も
そ
れ
に
加
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
は
い
っ
て
も
吉
備
内
親
王
を

間
接
的
に
人
定
で
き
る
木
簡
の
記
述
と
し
て
、
上
記
の
内
親
王
人
点
、
内

一
六

点
な
ど
の
表
記
が
あ
る
。
吉
備
内
親
王
が
左
京
三
条
二
坊
の
邸
宅
内
に
居
住
し

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
居
住
建
物
は
小

（少
）
子
が
仕
え
た
西
宮
で

（３５
）

あ
っ
た
と
思
う
。
吉
備
内
親
王
の
実
名
に
代
え
て
邸
舎
名
で
よ
び
慣
わ
し
た
の

で
あ
る
。

一
方
、
御
名
部
内
親
王
の
名
は
、
木
簡
群
中
に

一
点
も
記
録
し
な
い
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
旧
稿
の
私
見
は
、
当
の
二
品
家
令
の
本
主
を
御
名
部
内
親
王

に
比
定
し
た
。
こ
れ
に
た
い
す
る
反
論
の
批
判
点
を
ま
と
め
る
と
、
い
御
名
部

内
親
王
が
は
た
し
て
二
品
で
あ
っ
た
か
、
①
木
簡
作
成
時
に
存
命
し
た
と
み
ら

れ
る
か
、
０
御
名
部
内
親
王
の
名
を
記
し
た
木
簡
が
皆
無
で
は
な
い
か
、
の
三

点
と
な
る
。

０
は
ほ
ぼ
同
世
代
の
人
物
に
例
を
と
る
と
、
天
智
の
皇
女
泉
は
天
平
六
年
二

品
で
没
し
、
水
主
は
天
平
九
年
三
品
で
没
し
て
い
る
。
ま
た
天
武
の
田
形
皇
女

が
神
亀
五
年
二
品
で
、
泊
瀬
部
皇
女
は
天
平
十
三
年
三
品
で
死
去
し
た
。
皇
太

子
草
壁
の
女
氷
高
内
親
王
は
、
既
述
の
と
お
り
和
銅
七
年
に
二
品
、
霊
亀
元
年

一
品
を
授
け
ら
れ
て
い
る
。
御
名
部
内
親
王
は
天
智
天
皇
と
蘇
我
倉
山
田
石
川

麻
呂
女
の
姪
娘
の
間
に
生
ま
れ
、
木
簡
当
時
の
元
明
天
皇
の
姉
で
、
故
太
政
大

臣
高
市
皇
子
の
室
で
あ
っ
た
。
品
階
の
記
録
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
も
ち
ろ

ん
無
品
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
状
況
判
断
に
よ
る
ほ
か
な
い
が
、
む
し
ろ
二
品

と
み
て
、
高
市
皇
子
を
三
品
相
当
と
推
定
す
る
の
と
対
比
し
、
そ
れ
ほ
ど
無
理

な
推
測
と
も
い
え
な
い
で
あ
ろ
労
¨

次
の
①
も
ま
た
明
証
に
欠
け
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
養
老
元
年
食
封

一
〇
〇

戸
を
増
封
さ
れ
、
和
銅
元
年

『万
葉
集
』
に
元
明
の
作
歌
に
和
し
た

一
首
を
残

す
の
が
、
知
り
う
る
経
歴
の
す
べ
て
で
あ
る
。
斉
明
四
年
生
ま
煽
Ｆ
す
れ
ば
、

木
簡
年
代
の
和
銅
三
年
十
霊
亀
三
年
は
、
五
一一一十
六
〇
歳
の
計
算
に
な
る
。
没

年
未
詳
と
は
い
え
、
神
亀
五
年
長
屋
王
願
経
の
巻
末
跛
語
に
見
え
る

「奉
資

登
仙
二
尊
神
霊
」
（『大
日
本
古
文
圭
屋

二
四
十
五
）
を
発
願
の
機
縁
と
し
て
、
御

名
部
内
親
王
が
神
亀
五
年
近
く
ま
で
存
命
し
た
と
み
る
の
は
支
持
で
き
よ
蒟
．

六
十
九
歳
を
迎
え
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
六
十
数
歳
が
当
時
と
し

て

「極
め
て
高
齢
」
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
よ
り
客
観
的
に
判
断
さ
れ
て
よ

い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
不
確
定
要
素
は
払
い
き
れ
ず
、
た
だ
和
銅
元
年
以
後
も
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生
存
し
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
よ
い
。
『続
日
本
紀
』

に
売
去
を
含
め
て
以
後
の
事
績
を
欠
く
理
由
は
、
前
稿
に
推
定
し
た
と
お
り
、

長
屋
王
の
変
に
連
累
し
た
意
図
的
な
記
事
の
改
変
が
あ
げ
ら
れ
る
。

０
の
批
判
は
、
厖
大
な
木
簡
中
、
御
名
部
内
親
王
名
を
記
録
し
た
木
簡
が
見

当
た
ら
な
い
点
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
は
二
品
家
令
の
本
主
を
御
名
部
内
親
王
と

す
る
仮
説
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
的
を
射
た
反
証
に
み
え
る
。
し
か
し
直
接
内

親
王
を
名
指
し
た
木
簡
の
有
無
に
限
定
し
て
、
比
定
の
適
否
を
論
ず
る
の
は
、

い
か
に
も
表
面
的

・
形
式
的
な
議
論
で
あ
ろ
う
。
給
米
伝
票
木
簡
に
見
え
る
主

立
っ
た
被
給
者
に
、
御
所
＝
長
屋
王
、
内
御
所
＝
吉
備
内
親
王
と
も
う

一
人
、

支
給
の
米
飯
を
大
御
飯
米
と
尊
称
さ
れ
た
現
存
の
人
物
が
い
た
。
左
京
三
条
二

坊
の
区
画
内
で
も
っ
と
も
高
い
三
品
に
ふ
さ
わ
し
い
呼
称
と
い
え
る
。

御
名
部
内
親
王
は
、
宅
舎
名
に
よ
っ
て
北
宮
と
よ
ば
れ
た
人
物
で
あ
る
。
北

官
は
居
住
の
宮
号
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
宮
に
居
住
す
る
人
格
名
で
あ
っ
た
。

北
官
は
長
屋
王
発
願
の
和
銅
五
年
経
の
跛
語
末
尾
に

「用
紙

一
十
七
張
　
北

宮
」
（『寧
楽
遺
文
』
中
、
六
一
〇
頁
）
と
記
さ
れ
、
神
亀
三
年
山
背
国
愛
宕
郡
出

雲
郷
雲
上
里
計
帳
に
登
録
し
た
戸
主
出
雲
臣
筆
の
戸
口
大
初
位
下
出
雲
臣
安
麻

呂
が

「北
官
帳
内
」
翁
大
日
本
古
文
書
』
一
十
一三
ハ
四
）
と
見
え
る
。
こ
れ
ら
の

史
料
を
用
い
て
、
北
官
は
吉
備
内
親
王
あ
る
い
は
そ
の
居
住
す
る
宮
名
と
解
さ

れ
て
き
続
．
さ
ら
に
北
宮
関
係
史
料
は
、
平
城
左
京
三
条
二
坊
の
六
坪
で
二
点
、

人
坪
で

一
六
点
の
木
簡
が
出
上
し
た
。

⑫
　
北
宮
御
塩
綾
郡
矢
田
部
法
志
三
斗
　
　
　
　
　
　
　
（城
≡
二十
・４
上
）

④

・
余
戸
里
俵

一
石
漢
人
小
祢

毛

誰

響

月
些

日
　

　

　

　

　

　

（同
せ

北
宮
を
記
載
す
る
の
は
貢
進
物
の
荷
札
木
簡
の
類
で
、
諸
国
か
ら
塩
や
米
が
北

宮
に
送
進
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
貢
進
地
を
国
か
ら
記
す
も
の

は

一
点
も
な
く
、
か
え

っ
て
里
名
か
ら
は
じ
め
る
例
が
少
な
く
な
い
。
さ
ら
に

通
常
の
貢
進
物
荷
札
が
、
地
名

・
税
目

ｏ
税
物

・
数
量

・
貢
進
者
と
年
月
日
を

記
入
す
る
書
式
で
あ
る
の
に
反
し
、
項
目
の

一
部
を
省
略
し
た
形
式
に
な
っ
て

い
る
。
北
宮
と
貢
進
地
の
関
係
は
緊
密
で
、
各
地
に
官
給
さ
れ
た
封
戸
と
の
関

（４
）

連
性
が
考
究
さ
れ
て
い
る
。

封
戸
は
、
藤
原
不
比
等
や
藤
原
房
前
が
没
後
も
賜
わ
っ
た
と
き
の
特
例
を
除

く
と
、
も
と
も
と
皇
親

・
諸
臣
個
々
人
に
給
付
さ
れ
、
家
や
宮
を
対
象
に
支
給

さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
天
平
七
年
相
模
国
封
戸
租
交
易
帳
に
記
載
す
る
食
封

が
、
舎
人
親
王
食
封
、
藤
原
朝
臣

（武
智
麻
呂
）
食
封
、
山
形
女
王
食
封
の
よ

う
に
個
人
別
に
列
記
さ
れ
る
の
は
、
い
ま
さ
ら
想
起
す
る
ま
で
も
な
い
。
し
た

が
っ
て
封
物
の
貢
進
先
で
あ
る
北
宮
は
宮
名
で
表
現
さ
れ
る
特
定
の
人
物
、
す

な
わ
ち
二
品
の
御
名
部
内
親
王
を
指
し
、
こ
れ
と
は
別
に
居
所
や
建
物
で
あ
る

奈
良
宮
な
ど
の
宮
や
家
に
当
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
七
世
紀
以
前
、

大
王
以
下
王
族
の
宮
に
部
民
や
舎
人
が
所
属
し
、
律
令
国
家
の
内
裏

。
東
宮
の

成
立
に
と
も
な
い
大
舎
人

・
東
宮
舎
人
な
ど
や
帳
内

。
資
人
、
ま
た
五
衛
府
制

の
実
現
に
よ
っ
て
、
皇
親

・
諸
臣
の
近
従
者
が
特
定
身
分
に
た
い
し
給
付
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
神
亀
三
年
愛
宕
郡
計
帳
に
記
載
の
北
宮
帳
内
も
、　
一
部
の



故
人
家
に
支
給
さ
れ
た
資
人
を
例
外
と
し
て
、
同
じ
よ
う
に
個
人
単
位
の
給
付

で
あ
り
、
邸
宅
や
建
物
に
所
属
す
る
従
者
と
は
い
え
な
い
。
計
帳
の

「北
宮
帳

内
」
は
北
宮
に
居
住
す
る
御
名
部
内
親
王
近
従
の
帳
内
で
あ
っ
た
。
も
し
北
宮

が
高
市
皇
子
宮
を
継
承
し
た
宮
の
呼
称
な
ど
で
あ
っ
た
ら
、
同
じ
計
帳
の
太
政

大
臣

（藤
原
不
比
等
）
家
資
人
の
よ
う
に
、
な
ぜ
高
市
皇
子
官
帳
内
や
後
皇
子

命
宮
帳
内
な
ど
と
記
入
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
左
大
臣

（長
屋
王
）
資

人
と
し
た
の
と
同
じ
く
、
御
名
部
内
親
王
給
付
の
帳
内
を
北
宮
帳
内
と
表
現
し

た
と
理
解
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
北
宮
は
外
部
か
ら
の
呼
称
で
あ
る
か
ら
、
邸
宅
内
の
建
物
な
ど

の
一
部
を
指
す
に
と
ど
ま
ら
ず
、
当
の
邸
宅
全
体
を
意
味
す
る
と
す
る
解
釈
が

あ
る
。
そ
の
邸
宅
内
に
、
二
品
家
令
の
本
主
の
氷
高
内
親
王
と
三
、
四
品
の
家

令
の
本
主
の
吉
備
内
親
王
の
二
人
が
住
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
令
が
与
え
ら
れ
た

と
い
う
。
し
か
し
外
部
か
ら
、
し
か
も
公
的
に
認
知
さ
れ
た
呼
称
で
あ
る
こ
と

は
、
北
宮
が
特
定
人
物
で
は
な
く
邸
宅
全
体
を
指
す
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
で

あ
ろ
う
か
。
く
り
か
え
し
述
べ
た
と
お
り
、
北
宮
は
木
簡
の
作
成
時
す
で
に
宮

で
あ
る
と
と
も
に
、
宮
で
示
さ
れ
る
皇
親
名
で
あ
っ
た
。
北
宮
が
そ
こ
に
居
住

す
る
三
品
の
親
王
を
あ
ら
わ
す
敬
称
で
あ
っ
た
と
解
し
う
る
余
地
は
、
ま
だ
残

っ
て
い
る
と
思
う
。

北
宮
を
高
市
皇
子
官
と
の
関
連
か
ら
説
明
す
る
見
方
は
、　
一
つ
は
左
京
三
条

二
坊
に
移
さ
れ
継
承
さ
れ
た
高
市
皇
子
宮
が
長
屋
王
宮
と
な
り
、
こ
の
邸
宅
を

奈
良
宮
、
さ
ら
に
は
北
宮
と
よ
ん
だ
と
す
る
説
で
あ
続
¨
北
宮
名
に
つ
い
て
は
、

平
城
京
域
に
お
い
て
三
条
二
坊
と
い
う
北
部
に
立
地
し
た
た
め
で
は
な
い
か
と

い
う
。
も
う

一
つ
は
、
北
宮
と
よ
ば
れ
た
高
市
皇
子
宮
と
そ
の
家
令
は
飛
鳥

。

藤
原
の
地
に
存
続
し
、
「家
政
の
大
勢
と
北
宮
の
称
は
平
城
京
に
移
っ
た
左
京

三
条
二
坊
の
地
に
引
き
継
が
れ
、
金
一品
の
）
家
令

（職
員
）
な
ど
が

（同
地
に
あ

（４４
）

る
）
長
屋
王
の
家
政
機
関
で
勤
務
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
」
と
述
べ
る
。
さ
ら
に

長
屋
王
は
三
位
と
二
品
の
二
つ
の
家
令
の
本
主
と
し
て
、
高
市
皇
子
の
子
孫
が

と
り
結
ぶ

「北
宮
王
家
」
を
統
括
し
た
。
北
宮
の
命
名
は
、
天
武
期
高
市
皇
子

の
合
久
山
宮
の
位
置
が
飛
鳥
浄
御
原
宮
の
北
方
に
あ
っ
た
の
に
由
来
す
る
。
そ

の
後
、
藤
原
宮
と
高
市
皇
子
宮
の
位
置
関
係
が
平
城
京
の
場
合
に
も
踏
襲
さ
れ
、

香
久
山
宮
を
継
承
し
た
長
屋
王
の
奈
良
宮
を
も
北
官
と
よ
ん
だ
。
こ
の
よ
う
に

推
定
す
る
。

長
屋
王
と
高
市
皇
子
以
来
の
家
令
を
総
括
す
る

〃北
宮
王
家
〃
論
と
飛
鳥
の

宮
の

〃家
政
の
大
勢
論
〃
は
、
奈
良
宮
に
お
け
る
二
つ
の
家
令
職
員
間
の
人
的

融
合
を
説
明
す
る
う
え
で
も
理
解
し
や
す
い
。
し
か
し
高
市
皇
子
宮
が
大
宝
以

後
ひ
き
つ
づ
き
存
続
し
た
こ
と
じ
た
い
疑
間
が
あ
る
。
ま
た
高
市
皇
子
時
代
か

ら
の
香
久
山
宮

（北
宮
）
と
家
政
組
織
は
、
た
と
え
家
政
の
大
勢
が
平
城
に
移

動
し
た
と
し
て
も
、
飛
鳥
に
残
存
し
、
宮
名
だ
け
が
長
屋
王
宮
に
継
受
さ
れ
る

こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
家
政
の
大
勢
は
平
城
に
移
っ
た
と
す
る
が
、

長
屋
王
家
木
簡
の
う
ち
二
品
家
令
関
係
の
本
簡
の
大
半
は
、
同
説
で
は
飛
鳥
か

ら
発
給
さ
れ
た
は
ず
で
、
家
政
の
管
理
運
営
を
担
当
す
る
三
品
家
令
の
中
枢
は
、

依
然
飛
鳥
の
地
に
求
め
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
も
う

一
つ
付
言
す
る
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と
、
北
宮
の
名
称
を
浄
御
原
宮
か
ら
の
位
置
で
説
明
す
る
の
も

一
案
で
あ
る
が
、

天
武
期
の
諸
皇
子
女
の
宮
名
と
し
て
ま
っ
た
く
異
例
で
、
平
城
京
左
京
三
条
二

坊
の
北
宮
名
の
成
立
事
情
を
説
明
す
る
う
え
で
、
あ
ま
り
当
を
え
て
い
る
と
は

い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

長
屋
王
家
木
簡
に
御
名
部
内
親
王
名
を
記
し
た
木
簡
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い

か
ら
と
い
っ
て
、
人
名
を
宮
号
で
表
現
し
た
北
宮
が
御
名
部
内
親
王
に
相
当
す

る
可
能
性
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
北
宮
は
御
名

部
内
親
王
の
尊
称
で
あ
り
、
計
帳
公
文
に
も
、
封
物
の
貢
進
先
と
し
て
も
、
い

わ
ば
行
政
運
営
上
、
特
定
の
人
物
を
名
指
す
た
め
に
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

長
屋
王
あ
て
の
貢
進
物
を
、
「長
屋
親
王
宮
飽
大
贄
十
編
」
（２４２
貢
０
）、
「長
屋

醒

記
宮
御
□
／
多
ェ
酌
咄
伊
〔酌
配
」
含
一五
十
２２
上
）
の
よ
う
に
長
屋
王
官
と
墨

書
し
、
北
宮
な
ど
と
区
別
し
た
の
が
参
照
さ
れ
る
。
原
義
と
な
っ
た
宮
名
の
北

宮
は
、
旧
稿
で
述
べ
た
と
お
り
香
久
山
西
北
方
に
営
ま
れ
た
宮
が
、
平
城
遷
都

後
も
な
お
、

⑭
　
古
宮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（城
二
八
１
４
中
）

と
し
て
余
命
を
保
ち
、
こ
の
い
わ
ば

「南
宮
」
に
た
い
し
、
御
名
部
内
親
王
が

移
り
住
ん
だ
平
城
京
内
の
新
宮
を
北
宮
と
よ
ん
だ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
北
宮

は
元
来
、
高
市

。
御
名
部

一
家
の
立
場
か
ら
名
づ
け
た
呼
び
名
で
あ
り
、
や
が

（４５
）

て
御
名
部
内
親
王
の
別
称
と
し
て
広
く
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
木
簡
に
見
え
る
西
宮
は
、
「西
宮
小
子
宍
城
二
一
１
１６
下
、
ほ
か
）
な
ど
の

給
米
伝
票
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
邸
内
の
宅
舎
を
主
体
と
し
た
呼
称
で
あ
っ
た
。

⑮

・
内
進
米
三
升
受
口
回
西
宮
人
給
米
国

・
正
月
十
六
日
日
国
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（城
二
一
１
１３
上
）

の
内
は
吉
備
内
親
王
と
み
ら
れ
る
の
で
、
西
官
を
吉
備
内
親
王
の
居
住
空
間
に

推
定
で
き
続
¨
そ
う
す
る
と
北
宮
も
奈
良
宮
域
内
の
北
方
の
一
画
の
建
物
に
も

と
づ
く
名
称
で
は
な
い
か
と
も
い
え
る
が
、
西
宮
が
い
わ
ば
邸
内
用
語
で
あ
る

の
に
た
い
し
、
北
宮
は
建
物
居
住
に
由
来
す
る
人
物
の
称
号
で
あ
っ
た
。
米
飯

支
給
木
簡
に
、
西
宮
某
が
し
ば
し
ば
記
載
さ
れ
る
の
に
反
し
、
北
宮
に
そ
の
類

例
が
な
い
の
は
、
か
か
る
両
者
の
性
格
の
相
違
を
反
映
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

代
わ
り
に
北
宮
の
場
合
、
「大
御
飯
米
」
な
ど
直
接
御
名
部
内
親
王
と
み
ら
れ

る
人
物
に
支
給
す
る
伝
票
が
少
な
く
な
い
。
し
か
も
支
給
数
量
が
①

・
⑩

（朋

買
）
や
、

④
　
進
大
御
飯
米
三
斗
都
夫
良
女
関
月
十
九
日
忍
海
安
万
呂（城
二
七
十
１６
上
）

に
見
ら
れ
る
と
お
り
、
大
半
が
三
半
単
位
で
支
給
さ
れ
て
い
る

（
一
般
に
升
単

位
の
支
出
が
圧
倒
的
に
多
い
。
な
お

「大
御
物
王
子
御
物
」
（”
頁
⑫
。
城
二
一
１
５
）、

「専
大
物
皇
子
」
（郷
頁
⑫
。
同
６
下
）
の
王
子
・
皇
子
は
、
御
名
部
内
親
王
の
子
も
し

く
は
孫
と
な
る
）。

御
名
部
内
親
王
の
家
令
は
、
前
節
で
と
り
あ
げ
た
よ
う
に
長
屋
王
の
家
令
の

地
と
近
接
し
、
ま
た
内
親
王
の
北
宮
も
長
屋
王
の
奈
史
宮
と
同

一
区
画
内
で
、

当
木
簡
が
出
上
し
た
平
城
京
左
京
三
条
二
坊
の
地
に
あ
っ
た
と
推
定
す
る
。
こ

の

一
・
三

。
七

・
八
坪
に
、
平
城
遷
都
と
あ
わ
せ
て
従
三
位
式
部
卿
長
屋
王
の



奈
良
宮
が
造
営
さ
れ
、
そ
こ
に
長
屋
王
の
家
令
が
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
奈

良
宮
務
所
は
そ
の
家
令
の
実
務
担
当
の
部
署
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
た
い
し
、
二

品
家
令
の
本
主
と
推
定
し
た
の
は
御
名
部
内
親
王
で
、
そ
の
居
所
は
飛
鳥
の
旧

高
市
皇
子
宮
と
の
対
比
に
よ
っ
て
北
宮
と
よ
ば
れ
、
二
品
の
家
令
が
付
設
さ
れ

た
と
復
原
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
長
屋
王
と
御
名
部
内
親
王
は
、
平
城

京
左
京
三
条
二
坊
の
四
か
坪
の

一
画
内
で
、
し
か
も
別
個
の
建
物
に
居
住
し
た

こ
と
と
な
る
。
そ
の
う
え
で
二
品
の
家
令
職
員
の

一
部
と
く
に
下
僚
は
、
飛
鳥

の
故
高
市
皇
子
の
古
宮
に
出
仕
す
る
こ
と
が
あ
り
、
あ
る
い
は
家
令
以
下
長
屋

王
宮
の
家
務
を
も
荷
担
す
る
な
ど
人
的
交
流
を
行
っ
た
。
二
品
家
令
の
甲
地
と

は
三
条
二
坊
の
御
名
部
内
親
王
＝
北
宮
の
地
で
あ
り
、
乙
地
は
飛
鳥
の
古
宮
を

指
す
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。
前
稿
で

「左
京
三
条
二
坊
内
に
北
宮

Ｈ

〈故
高
市
皇
子
官
が
存
在
し
て
〉
御
名
部
内
親
王
が
居
住
し
、
同
所
に
二
品

相
当
の

〈故
高
市
皇
子
、
あ
る
い
は
〉
御
名
部
内
親
王
の
家
令
所
が
設
置
さ
れ

（４７
）
た
」
と
述
べ
た
の
は
、
〈　
〉
の
箇
所
を
削
除
し
た
う
え
、
上
記
の
よ
う
に
理

解
し
な
お
し
、
二
つ
の
家
令
と
そ
の
所
在
地
に
関
す
る
再
論
と
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
長
屋
王
家
木
簡
に
み
え
る
二
つ
の
家
令
を
推
定
し
た
場
合
、

も
ち
ろ
ん
史
料
的
な
空
白
を
憶
測
で
埋
め
て
し
ま
っ
た
部
分
は
決
し
て
少
な
く

な
い
。
わ
ず
か
に
残
さ
れ
た
可
能
性
を
過
大
に
つ
な
ぎ
な
が
ら
、
立
論
を
重
ね

た
と
こ
ろ
も
日
立
つ
。
木
簡
と
い
う
断
片
的
な
文
字
史
料
に
よ
る
制
約
は
い
う

ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
で
も
推
論
に
は
そ
れ
な
り
の
論
拠
と
整
合
性
が
、
最
大

限
追
究
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
点
、
小
論
は
あ
く
ま
で
仮
説
の
域
を
脱
す

る
も
の
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
あ
ら
た
め
て
批
判
と
教
示
を
仰
ぐ
こ
と
に
す
る
。

最
後
に
な
お
懸
念
さ
れ
る
三
点
を
と
り
あ
げ
る
。
同

一
区
画
内
の
二
つ
の
宮

の
間
で
、
物
品

。
人
物
の
請
求

・
召
喚
に
移
式
あ
る
い
は
符
式
の
木
簡
を
授
受

す
る
こ
と
が
あ
る
の
か
、
御
名
部
内
親
王
の
命
を
木
簡
で
飛
島
の
古
宮
の
職
員

に
伝
え
、
木
簡
を
再
び
平
城
に
持
ち
帰
っ
た
と
し
て
よ
い
か
、
さ
ら
に
当
時
給

付
さ
れ
た
は
ず
の
三
品
吉
備
内
親
王
の
家
令
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、

で
あ
る
。

第

一
点
は
、
二
つ
の
宮
の
家
令
と
も
左
京
三
条
二
坊
の
同

一
画
内
に
あ
っ
た
。

し
か
し
そ
れ
ら
は
二
品
と
三
位
の
皇
親
に
官
給
さ
れ
た
別
個
の
家
政
機
関
で
あ

っ
た
。
独
自
に
家
政
を
管
理
、
運
営
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
令
が
文
書
を
作
成
し
、

発
給
し
た
。
た
と
え
近
接
し
た
位
置
に
あ
っ
て
も
、
相
互
に
文
書
、
と
く
に
簡

便
な
木
簡
を
作
成
し
、
伝
達
や
請
求
を
行
う
こ
と
は
、
十
分
あ
り
え
た
こ
と
と

思
わ
れ
る
。

第
二
点
は
、
木
簡
の
作
成
か
ら
廃
棄
ま
で
の
経
過

。
経
路
で
あ
る
。
御
名
部

内
親
王
の
家
令
か
ら
発
給
さ
れ
た
木
簡
が
、
当
の
三
条
二
坊
か
ら
出
土
す
る
以

上
、
二
品
の
家
令
職
員
が
外
部
か
ら
伝
え
た
と
み
る
か
、
そ
う
で
な
く
木
簡
は

宛
先
に
運
ば
れ
た
の
ち
、
再
度
差
出
地
に
戻
っ
て
廃
棄
さ
れ
た
と
解
す
る
か
で

あ
る

（あ
る
い
は
控
え
書
き
か
）。
木
簡
の
授
受
が
平
城
と
飛
鳥
に
出
仕
し
た
同

一
家
令
職
貝
間
で
行
わ
れ
る
と
き
、
木
簡
が
発
給
元
に
戻
っ
て
、
木
簡
内
容
の

実
施
を
照
合
、
点
検
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。　
一
般
に
物
品
請
求
の
文

書
木
簡
は
、
請
求
先
で
廃
棄
さ
れ
る
場
合
と
、
請
求
元
に
戻
っ
て
廃
棄
さ
れ
る



再び長屋王家木簡と皇親家令について

場
合
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
木
簡
の
移
動
は
、

に
も
あ
て
は
ま
る
。
長
屋
王
家
木
簡
の
、

切

。
符
　
召
医
許
母
央
進
出
急
々

・　
五月九
日薮齢

④

・
符
片
岡
司
等
　
春
日
□

・
　
十

一
月
四
日
□

（４９
）

も
、
発
給
地
に
戻
っ
た
木
簡
の
例
で
あ
る
。

〔絵
ヵ
〕

⑩

・
長
屋
王
子
宮
符
□
□
□

人
物
召
喚

の
木
簡

・
霊
亀
元
年
□

［日
――
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（城
二
人
１
４５
下
）

⑩

〔酢
酢
紀
王
御
命
符
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（城
二
八
１
３
中
）

は
、
長
屋
王
宮
か
ら
発
し
た
符
木
簡
が
、
い
っ
た
ん
宛
先
に
伝
え
ら
れ
、
そ
の

の
ち
差
出
元
に
持
ち
帰
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
。
上
掲
い
と
の

（と
も
に
２４８
頁
）

の
返
報

。
返
抄
も
、
御
名
部
内
親
王
の
家
令
か
ら
の
請
求
に
応
じ
て
、
飛
鳥
か

ら
進
上
さ
れ
た
物
品
の
請
取
り
が
、
草
良
や
万
呂
に
附
し
て
飛
鳥
に
届
け
ら
れ
、

つ
い
で
送
り
返
さ
れ
る
過
程
を
た
ど
っ
た
。
発
信
時
刻
の
辰
時

（異
筆
）
や
午

時
は
、
奈
良
の
二
品
家
令
で
記
さ
れ
、
帰
着
時
刻
と
の
照
合
を
期
待
し
た
の
で

あ
ろ
＞つ
。

長
屋
王
家
木
簡
に
み
え
る
物
品
請
求
木
簡
は
、
二
品
の
家
令
が
左
京
三
条
二

坊
の
当
地
で
発
給
し
、
再
び
当
地
に
還
送
さ
れ
た
と
理
解
す
る
。
た
だ
し
奈
良

宮
務
所
あ
て
の
場
合
、
持
ち
帰
ら
れ
て
三
品
家
令
が
廃
棄
し
た
か
、
宛
先
の
務

所
か
ら
廃
棄
さ
れ
た
の
か
。
同

一
区
画
内
で
し
か
も
こ
と
な
る
家
令
間
で
あ
る

の
で
、
後
者
の
コ
ー
ス
も
推
定
で
き
る
。

第
三
点
に
つ
い
て
は
、
木
簡
群
か
ら
三
品
吉
備
内
親
王
の
家
令
を
と
く
に
抽

出
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
長
屋
王
の
変
の
神
亀
六
年
当
時
、
家
令
が
存
在
し

た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
が
、
平
城
遷
都
直
後
で
、
夫
妻
の
う
ち
長
屋
王
だ
け
に

家
令
給
付
の
措
置
が
と
ら
れ
る
に
と
ど
ま

っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
三
品
の
家
令

職
員
の
構
成
、
家
令

・
家
扶

・
家
従

・
書
吏
が
、
木
簡
に
見
え
る
御
名
部
内
親

王
や
長
屋
王
の
家
令
職
員
と
じ
つ
は
混
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い

は
こ
れ
と
は
ち
が
っ
て
、
次
の
よ
う
な
事
情
も
考
慮
す
べ
き
な
の
か
も
知
れ
な

い
。
吉
備
内
親
王
は
、
霊
亀
元
年
二
月
三
品
、
榊
亀
元
年
二
品
へ
昇
叙
し
た
か

ら
、
和
銅
期
の
大
半
ま
だ
無
品
で
あ

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
二
つ
の
家
令
か

三
つ
の
家
今
か
、
そ
の
論
拠
と
と
も
に
今
後
に
期
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

注（１
）

森
公
章

「長
屋
王
木
簡

・
長
屋
王
邸
関
連
論
文
目
録

（稿
と

（『続
日
本
紀
研

究
』
三
〇
七
、　
一
九
九
六
年
）
参
照
。

（
２
）

八
木
充

「『長
屋
王
家
木
簡
』
と
皇
親
家
令
所
」
翁
日
本
史
研
究
』
三
五
三
、

一
九
九
二
年
）。

（３
）

こ
の
見
解
を
代
表
す
る
の
は
、
森
公
章

「長
屋
王
邸
の
主
人
と
家
政
運
営
」

（奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『平
城
京
左
京
二
条
二
坊

・
三
条
二
坊
発
掘
調
査
報

告
』
、　
一
九
九
五
年
）
三
七
〇
十
三
七

一
頁
。
以
下
森
公
章
Ａ
と
略
す
。

（
４
）

寺
崎
保
広

「長
屋
王
家
の
文
書
木
簡
」
翁
日
本
歴
史
』
五
〇
〇
、　
一
九
九
〇

（城
二

一
１
６
下
）

（同
）



年
）
、
森
公
章

「長
屋
王
邸
宅
の
住
人
と
家
政
機
関
」
（奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『平
城
京
長
屋
王
邸
宅
と
木
簡
』

一
九
九

一
年
、
吉
川
弦
文
館
、
九
九
頁
）
、
渡

辺
晃
宏

「長
屋
王
家
木
簡
と
二
つ
の
家
政
機
関
」
令
奈
良
古
代
史
論
集
』
二
、　
一

九
九

一
年
）
、
勝
浦
令
子

「木
簡
か
ら
み
た
北
宮
写
経
」
令
史
論
』
四
四
、　
一
九

九

一
年
）
二
七
頁
、
鶴
見
泰
寿

「長
屋
王
家
木
簡
と
奈
良
宮
務
所
」
翁
考
古
学
論

孜
』

一
九
、　
一
九
九
五
年
）

一
一
二
頁
、
井
山
温
子

「古
代
の

『家
』
と
そ
の
継

承
」
３
政
治
経
済
史
学
』
三
三
人
、　
一
九
九
四
年
）
三

一
頁
な
ど
。

（
５
）

東
野
治
之

「長
屋
王
家
木
簡
の
文
書
と
家
政
機
関
」
令
長
屋
王
家
木
簡
の
研

究
』
六
四
頁
、　
一
九
九
六
年
、
塙
書
房
、
初
出
は
九

一
年
）
、
八
木
充
、
注
（
２
）

論
文
、
四
頁
。

（
６
）

森
田
悌

『長
屋
王
の
謎
』
四
九
十
五
九
頁
、　
一
九
九
四
年
、
河
出
書
房
新
社
。

（
７
）

大
山
誠

一
『長
屋
王
家
木
簡
と
奈
良
朝
政
治
史
』

一
七
十
二
三
頁
、　
一
九
九
二

年
、
吉
川
弘
文
館
。

（
８
）

寺
崎
保
広
、
注
（
４
）論
文
。

（
９
）

東
野
治
之

「長
屋
王
家
木
簡
の
文
体
と
用
語
」
（注
（
５
）
著
書
、
五
七
頁
、
初

出
は
九

一
年
）
、
森
公
章

「長
屋
王
家
木
簡
再
考
」
翁
弘
前
大
学
国
史
研
究
』
九

六
、　
一
九
九
四
年
）

一
三
買
、
以
下
森
公
章
Ｂ
と
略
す
。
森
公
章
Ａ
、
三
七
八
頁
。

（
１０
）

岸
俊
男

「飛
鳥
と
宮
都
」
翁
古
代
宮
都
の
探
求
』
六
七
買
、　
一
九
八
四
年
、
塙

書
房
、
初
出
は
人

一
年
）
。

（
Ｈ
）

東
野
治
之

「長
屋
王
家
木
簡
の
文
保
と
用
語
」
（注
（
９
）
著
書
、
七
三
頁
、
初

出
は
九

一
年
）
。

（
・２
）

森
公
章
Ｂ
、
二
九
頁
、
森
公
章
Ａ
、
三
八
五
頁
。

（
・３
）

福
原
栄
太
郎

「長
屋
王
家
木
簡
研
究
の
現
状
と
課
題
」
３
情
況
』

一
九
九
六
年

五
月
別
冊
）
九
八
頁
。

（
・４
）

森
公
章
Ｂ
、　
〓

一頁
、
森
公
章
Ａ
、
三
七
七
頁
。

（
・５
）

鶴
見
泰
寿
、
注
（
４
）論
文
、
五
八
頁
は
、
符
木
簡
と
移
木
簡
で
は
宛
先
が
こ
と

な
る
と
い
う
。

（
・６
）

森
公
章
Ｂ
、
九

。
二
九
貢
、
森
公
章
Ａ
、
三
八
五
頁
。

（
・７
）

東
野
治
之
、
注
（
５
）論
文
、
五
七
頁
、
森
公
章
Ｂ
、
四
頁
、
森
公
章
Ａ
、
三
七

〇
頁
。

（
・８
）

渡
辺
晃
宏
、
注
（
４
）
論
文
、
六
七
頁
。

（
・９
）

東
野
治
之
、
注
（
９
）論
文
、
五
七
頁
。

（
２０
）

森
田
悌
、
注
（
６
）者
書
、
九

一
頁
は
、
平
城
佐
保
の
地
に
比
定
す
る
。

（
２．
）

東
野
治
之
、
注
（
９
）
論
文
、
五
七
十
六
〇
頁
、
渡
辺
晃
宏
、
注
（
４
）論
文
、
六

六
頁
、
森
公
章
Ｂ
、
四
頁
、
森
公
章
Ａ
、
三
七
八
頁
。

（
２２
）

大
山
誠

一
「所
謂

『長
屋
王
家
木
簡
』
の
再
検
討
」
３
木
簡
研
究
』

一
一
、　
一

九
八
九
年
）

一
四
七
買
、
渡
辺
晃
宏
、
注
（
４
）論
文
、
六
三

・
六
四
頁
、
森
公
章

Ｂ
、　
一
一
十

一
三
頁
、
森
公
章
Ａ
、
三
七
四
十
三
七
八
頁
。

（
２３
）

森
公
章
Ａ
、
三
八
五
頁
。
舘
野
和
己

「
日
本
木
簡
の
特
殊
性
」
（大
庭
脩
編

『木
簡
―
古
代
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
』

一
九
九
八
年
、
大
修
舘
書
店
）
二
〇
五
頁

に
高
市
皇
子
の
家
政
機
関
は
没
後
、
香
久
山
宮
に
存
続
し
、
長
屋
王
が
総
括
し
た

と
す
る
。

（
２４
）

森
公
章
Ｂ
、
五
買
で
、
「符
○
○
」
の
人
物
は
、
そ
の
木
簡
の
署
名
者
と
な
ら

ず
、
「命
令
を
受
け
取
る
者
と
宣
奉
者
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
。

（
２５
）

渡
辺
晃
宏
、
注
（
４
）
論
文
、
五
七

・
五
八
頁
。

（
２６
）

渡
辺
晃
宏
、
注
（
４
）
論
文
、
五
九
買
、
大
山
誠

一
、
注
（
７
）著
書
、　
〓

〓
一―

一
二
四
頁
、
森
公
章
Ａ
、
三
六
四
頁
。

（
２７
）

渡
辺
晃
宏
、
注
（
４
）論
文
、
五
九
頁
。

（
２８
）

唯

一
の
例
外
は

「若
翁
大
御
弓
直
三
文

（ウ
ラ
略
と

（城
二

一
１
１６
上
）
で
あ

Ｚ
つ
。

（
２９
）

庄
司
浩

「天
武
十
四
年
皇
親
冠
位
制
に
つ
い
て
■
翁
立
正
史
学
』
三
四
、　
一
九

七
〇
年
）
二
五
買
の
第
四
表
。

（
３０
）

倉
本

一
宏

「律
令
制
成
立
期
の
政
治
体
制
」
３
日
本
古
代
国
家
成
立
期
の
政
権

構
造
』

一
五
三
頁
第

一
五
表
、　
一
五
六
頁
の
第

一
六
表
、　
一
九
九
七
年
、
吉
川
弘



文
館
、
初
出
は
八
七
年
）
。
こ
の
点
、
前
私
説
を
修
正
す
る
。

（
３．
）

荒
木
敏
夫

『
日
本
古
代
の
皇
太
子
』
第
二
章
、　
一
九
八
五
年
、
吉
川
弘
文
館
。

（
３２
）

荒
木
彼
夫
、
注
（
３．
）
著
書
、　
〓

〓
一頁
、
仁
藤
教
史

「嶋
宮
の
伝
領
過
程
」

３
古
代
王
権
と
都
城
』
六
〇
頁
、　
一
九
九
八
年
、
吉
川
弘
文
館
、
初
出
は
八
六

年
）
、
大
山
誠

一
、
注
（
７
）
著
書
、　
一
四
十

一
五
頁
、
森
田
悌
、
注
（
６
）
著
書
、

一
二

・
九
四
頁
。
井
山
温
子
、
注
（
４
）論
文
、
三
〇
十
三
二
頁
も
長
屋
王
が
継
承

し
た
高
市
皇
子
宮
と
草
壁
皇
子
宮
を
国
家
的
給
付
の
存
続
で
な
く
、
あ
く
ま
で
私

的
関
係
の
継
承
と
と
ら
え
る
。

（
３３
）

水
野
柳
太
郎

「皇
子
命
に
つ
い
て
」
（続
日
本
紀
研
究
会

『続
日
本
紀
の
時
代
』

九
四
買
、　
一
九
九
四
年
、
塙
書
房
）
は
故
皇
子
命
を
即
位
前
の
首
皇
太
子
と
い
う
。

（
３４
）
　

〃存
続

・
継
承
説
″
は
、
東
野
治
之

「古
代
人
の
日
常
文
」
令
週
刊
朝
日
百
科

日
本
の
歴
史
　
別
冊
歴
史
の
読
み
方
４
』
四
三
貢
、　
一
九
九
〇
年
、
朝
日
新
聞
社
、

「北
家
と
北
宮
」
（注
（
５
）
著
書
、
七
九
頁
、
初
出
は
九

一
年
）
、
「長
屋
王
家
と

大
伴
家
」
（注
（
５
）
著
書
、
七

一
・
七
二
頁
、
初
出
は
九
二
年
）
、
福
原
栄
太
郎

「長
屋
王
家
形
成
に
つ
い
て
の
基
礎
的
考
察
」
３
続
日
本
紀
研
究
』
二
七
七
、　
一

九
九

一
年
）
三
五
買
、
森
公
章
Ｂ
、　
一
八

・
一
九
頁
。

（
３５
）

人
木
充
、
注
（
２
）論
文
、
「長
屋
王
と
万
葉
歌
」
令
上
代
文
学
』
六
九
、　
一
九

九
二
年
）
。

（
３６
）

大
山
誠

一
、
注
（
７
）
者
書
、
三

・
四
買
、
森
田
悌
、
注
（
６
）著
書
、
四
〇
頁
、

森
公
章
Ｂ
、
二
買
、
福
原
栄
太
郎
、
注
（
１３
）論
文
、
九
五
買
、
森
公
章
Ａ
、
三
六

八
買
、
井
山
温
子
、
注
（
４
）論
文
、
二
八
頁
な
ど
。

（
３７
）

勝
浦
令
子
、
注
（
４
）
論
文
、
四

一
頁
。

（
３８
）

青
木
和
夫

『奈
良
の
都
』
二
六
五
頁
、　
一
九
六
五
年
、
中
央
公
論
社
。

（
３９
）

井
山
温
子
、
注
（
４
）論
文
、
四
四
十
四
六
頁
は
跛
語
中
の
平
出
と
閲
字
の
対
比

に
よ
っ
て
、
コ
一尊
神
霊
」
を
草
壁

・
高
市
皇
子
と
す
る
。
し
か
し
な
お
現
御
寓

天
皇
と
二
尊
と
の
関
係
は
変
わ
ら
な
い
。
福
原
栄
太
郎
、
注
（
１３
）論
文
、
九
六
頁

の

「内
親
王
天
迩
雅
」
（城
二
五
十
２３
下
）
の
読
み
は
ま
っ
た
く
失
考
で
あ
ろ
う
。

（
４０
）

岸
俊
男

「
『嶋
』
雑
考
」
３
日
本
古
代
文
物
の
研
究
』
二
七
八
十
二
人
○
買
、

一
九
八
八
年
、
塙
書
房
、
初
出
は
七
九
年
）
。

（
４．
）

渡
辺
晃
宏

「長
屋
王
家
の
経
済
基
盤
」
（注
（
４
窮
平
城
京
長
屋
王
邸
宅
と
木

簡
』

一
〇
六
買
）
、
森
公
章
Ａ
、
三
九
六
十
三
九
七
頁
。

（
４２
）

森
田
悌
、
注
（
６
）著
書
、
三
五
十
三
六
頁
。

（
４３
）

東
野
治
之
、
「北
家
と
北
宮
」
注
（
５
）著
書
、　
〓

〓
二
・
〓

一四
頁
。

（
４４
）

森
公
章
Ｂ
、
二
九
貢
、
森
公
章
Ａ
、
三
人
五
頁
。

（
４５
）

鬼
頭
清
明

「長
屋
王
家
木
簡
二
題
」
翁
古
代
木
簡
の
基
礎
的
研
究
』
四
〇

一
貢
、

一
九
九
三
年
、
塙
書
房
、
初
出
は
九
〇
年
）
は
、
北
宮
を
吉
備
内
親
王
の
母
阿
閉

皇
女
の
官
で
、
即
位

（元
明
）
後
吉
備
内
親
王
に
伝
領
さ
れ
た
と
す
る
。

（
４６
）

八
木
充
、
注
（
２
）論
文
、
三
〇

・
三

一
頁
。

（
４７
）

同
右
、
三
〇
貢
。

（
４８
）

舘
野
和
己

「文
書
木
簡
の
研
究
課
題
」
翁
考
苦
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
三
二
九
、　
一

九
九

一
年
）
九
頁
。

（
４９
）

森
田
悌

「北
宮
と
奈
良
務
所
」
３
金
沢
大
学
教
育
学
部
紀
要
　
人
文
科
学

・
社

会
科
学
編
』
四
二
、　
一
九
九
二
年
）
二
四

・
二
五
頁
。

（
一
九
九
八

・
八
）

再び長屋王家木簡と皇親家令について
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